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第１章　総則

（約款の適用）

第１条　株式会社ＮＴＴドコモ （以下、「当社」といいます。）は、この専用回線

等接続サービス契約約款（以下「約款」といいます。）を定め、これにより専用

回線等接続サービス（当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除

きます。）を提供します。

（約款の変更）

第２条　当社は、民法（明治29年法律第89号）第548条の４の規定に基づき、次の

いずれかに該当する場合は、約款の変更をすることにより、変更後の約款の条

項について合意があったものとみなし、個別に契約者と合意をすることなく契

約の内容を変更することができるものとします。この場合において、料金その

他の提供条件は、変更後の約款によります。

(1) 約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。

(2) 約款の変更が、契約をした目的に反せず、並びに変更の必要性、変更後の

内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

２　当社は、電気通信事業法施行規則（昭和60年郵政省令第25号）第22条の２の

３第２項第１号に該当する事項の変更を行うときは、個別に通知する方法又は

当社のホームページに掲示する方法により説明します。

（用語の定義）

第３条　この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用　　語 用　　語　　の　　意　　味

１　電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気

的設備

２　電気通信サービ

ス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、

その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

３　専用回線等接続

サービス

指定された電気通信回線又は当社が定める電気通信設

備と当社が提供する５Ｇサービス（５Ｇhomeでんわを

除きます。以下別段の定めがある場合を除き同じとし

ます。）、Ｘｉサービス、ワイドスター通信サービス、

ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービス

の契約者回線等との間で通信を行うために提供する電

気通信サービス

４　専用回線等接続

サービス取扱所

(1) 専用回線等接続サービスに関する業務を行う当社

の事業所

(2) 当社の委託により専用回線等接続サービスに関す

る契約事務を行う者の事業所

５　所属専用回線等

接続サービス取扱

所

その専用回線等接続サービスに関する契約事務を行う

専用回線等接続サービス取扱所（当社の事業所及び当

社が指定する事業所に限ります。）
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６　専用回線等接続

契約

当社から専用回線等接続サービスの提供を受けるため

の契約

７　ビジネスmopera

契約

当社からビジネスmoperaサービスの提供を受けるため

の契約

８　ビジネスmopera

契約者

当社とビジネスmopera契約を締結している者

９　特定接続契約 当社から特定接続サービスの提供を受けるための契約

10　特定接続契約者 当社と特定接続契約を締結している者

11　通話録音契約 当社から通話録音サービスの提供を受けるための契約

12　通話録音契約者 当社と通話録音契約を締結している者

13　ＳＭＳ送信契約 当社からＳＭＳ送信サービスの提供を受けるための契

約

14　ＳＭＳ送信契約

者

当社とＳＭＳ送信契約を締結している者

15　契約者 ビジネスmopera契約者、特定接続契約者、通話録音契

約者又はＳＭＳ送信契約者

16　接続装置 専用回線等接続サービスに係る電気通信回線との接続

又はＳＭＳ送信機能（料金表第１表第１（接続装置使

用料）に規定するものをいいます。以下同じとします。）

に係る通信を行うために当社が設置する電気通信設備

17　自営電気通信設

備

接続装置を介して接続される電気通信設備であって、

電気通信事業者（電気通信事業法（昭和59年法律第86

号。以下「事業法」といいます。）第９条の登録を受け

た者又は第16条第１項の届出をした者をいいます。以

下同じとします。）以外の者が設置するもの

18　相互接続点 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協

定（事業法第33条及び第34条の規定に基づき当社が当

社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続

に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。）

に基づく接続に係る電気通信設備の接続点

19　協定事業者 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者

20　移動無線装置 (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信

装置
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(2) 自動車その他の陸上（河川、湖沼及びわが国の沿岸

の海域を含みます。以下同じとします。）を移動する

ものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送

受信装置

21　アクセス回線 接続装置と移動無線装置（当社が提供する電気通信サー

ビスに係るものに限り、５Ｇサービス契約約款に規定す

る５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るも

のに限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きます。）との

間に設定される電気通信回線

22　アクセス回線等 (1) 接続装置と移動無線装置（当社が提供する電気通信

サービスに係るものに限ります。）との間に設定され

る電気通信回線

(2) 接続装置と相互接続点との間に設定される電気通

信回線

23　専用回線等 専用回線等接続契約に基づき、接続装置を介してアク

セス回線等との間で通信を行うために利用する電気通

信回線

24　消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）及び同法に関する法

令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税

法（昭和25年法律第226号）及び同法に関する法令の規

定に基づき課税される地方消費税の額
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第２章　専用回線等接続サービスの種類等

（専用回線等接続サービスの種類）

第４条　専用回線等接続サービスには、次の種類があります。

種　　類 内　　　　　　　　容

ビジネスmoperaサー

ビス

契約の申込者が指定する電気通信回線とアクセス回線

等との間で通信を行うために提供する専用回線等接続

サービスであって、特定接続サービス、通話録音サービ

ス及びＳＭＳ送信サービス以外のサービス

特定接続サービス 特定接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）に

規定するものをいいます。）を使用して契約の申込者が

指定する電気通信回線とアクセス回線との間で通信を

行うために提供する専用回線等接続サービス

通話録音サービス 通話録音接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）

に規定するものをいいます。）を使用して契約の申込者

が指定する電気通信回線と当社の電気通信設備との間

で通信を行うために提供する専用回線等接続サービス

ＳＭＳ送信サービス ＳＭＳ送信機能を使用して通信を行うことができる専

用回線等接続サービス

（営業区域）

第５条　専用回線等接続サービスの営業区域は、別表１（営業区域）に定めると

ころによります。

（接続点の所在場所等の閲覧等）

第６条　当社は、専用回線等接続サービスに係る接続点の所在場所等の一覧表を

当社が指定する専用回線等接続サービス取扱所において閲覧に供します。

２　当社は、前項の接続点の所在場所等を変更することがあります。
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第３章　ビジネスmopera契約

（契約の単位）

第７条　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のビジネスmopera契約を締結し

ます。

　ただし、第13種接続装置及び第11種接続装置（料金表第１表第１（接続装置

使用料）に規定するものをいいます。）の利用に係る契約の場合は、専用回線等

１回線ごとに１のビジネスmopera契約を締結します。

２　前項の場合において、ビジネスmopera契約者は、１のビジネスmopera契約に

つき１人に限ります。

（ビジネスmopera契約申込の方法）

第８条　ビジネスmopera契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記

載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所

に提出していただきます。

(1) 専用回線等のサービスの種類等及び接続装置の種類等

(2) 専用回線等に係る電気通信事業者の氏名又は名称（当社が提出の必要がな

いと認める場合を除きます。）

(3) 専用回線等に係る接続点の所在場所（当社が提出の必要がないと認める場

合を除きます。）

(4) ビジネスmoperaサービスの利用態様（当社が提出の必要がないと認める場

合を除きます。）

(5) その他ビジネスmopera契約申込の内容を特定するための事項

２　前項の規定によるほか、第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用

料）に規定するものをいい、第９種接続装置にあってはタイプ２に係るものに

限ります。）を利用する場合は、ＩＰ電話番号（契約者からの請求により当社が

付与する契約者識別番号以外の番号であって、通信を行う際に使用するものを

いいます。以下同じとします。）の希望数及び外線接続可能数（ＩＰ電話番号を

使用して１の第９種接続装置に係る接続点との間の通信を同時に行うことがで

きる論理チャネルの数をいいます。以下同じとします。）を契約申込書へ記載し

ていただきます。

３　前２項の規定によるほか、第10種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使

用料）に規定するものをいいます。）を利用する場合は、ＩＰ電話番号の希望数

を契約申込書へ記載していただきます。

４　前３項の場合において、ビジネスmopera契約の申込みをする者は、当社が契

約申込書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。

（ビジネスmopera契約申込の承諾）

第９条　当社は、ビジネスmopera契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しない

ことがあります。

(1) その申込みに係る専用回線等の接続に関し、その電気通信事業者の承諾が

得られないとき。

(2) その申込内容が当社が定める条件に適合しないとき。

(3) ビジネスmopera契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する

料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の

料金以外の債務をいい、第49条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が
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請求事業者（第49条の２に規定するものをいいます。）へ譲渡した債権を含

みます。以下第16条、第21条、第26条、第32条、第34条の４及び第57条にお

いて同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(4) ビジネスmopera契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。

(5) 第58条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(6) 第８条（ビジネスmopera契約申込の方法）の規定により提示された書類に

係る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、ビジネ

スmopera契約の申込みをした者の同意がないとき。

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（契約者識別番号）

第10条　ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号は、当社が定めます。

２　当社は、第53条（修理又は復旧）の規定による場合のほか、技術上及び業務

の遂行上やむを得ない理由があるときは、ビジネスmoperaサービスの契約者識

別番号を変更することがあります。

３　前項の規定により、ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号を変更する場

合には、あらかじめそのことをビジネスmopera契約者に通知します。

（ＩＰ電話番号）

第10条の２　ＩＰ電話番号は、当社が定めます。

２　契約者は、使用するＩＰ電話番号の数の変更を請求することができます。こ

の場合、当社は、第９条（ビジネスmopera契約申込の承諾）の規定に準じて取

り扱います。

３　当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＩＰ電話

番号を変更することがあります。

４　前項の規定により、ＩＰ電話番号を変更する場合には、あらかじめそのこと

を契約者に通知します。

５　契約者は、迷惑通信（いたずら、いやがらせその他これに類する通信であっ

て、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとし

ます。）又は間違い通信（現に使用しているＩＰ電話番号に対して、反復継続し

て誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。）で現に困っている場

合に限り、第１項の規定にかかわらず、ＩＰ電話番号の変更の請求をすること

ができます。

６　契約者は、前項の規定によりＩＰ電話番号の変更の請求をするときは、所属

ビジネスmoperaサービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただ

きます。

７　前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で

現に困っている契約者からのものであると当社が認めた場合に限り、その請求

を承諾します。

８　当社は、契約者がＩＰ電話番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事

実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとし

ます。

（外線接続可能数の変更）

第10条の３　契約者は、外線接続可能数の変更を請求することができます。

２　前項の請求があったときは、当社は、第８条の規定に準じて取り扱います。

（接続装置の区分の変更）

第11条　ビジネスmopera契約者は、接続装置の区分の変更の請求をすることがで

きます。
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２　前項の請求があったときは、当社は、第９条（ビジネスmopera契約申込の承

諾）の規定に準じて取り扱います。

（内線グループ等の指定等）

第11条の２　第９種接続装置に係る契約者は、内線番号、Ｘｉ等内線番号（当社

が定める基準にしたがって契約者が選択した５Ｇサービス（５Ｇサービス契約

約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限り

ます。）及び５Ｇhomeでんわを除きます。）又はＸｉ用の番号であって、当社が

定める方法によりあらかじめ登録を行ったものをいいます。以下同じとしま

す。）又は仮想内線番号（当社が定める基準にしたがって契約者が選択し、当社

が定める方法によりあらかじめ登録を行った番号であって、内線番号及びＸｉ

等内線番号以外のものをいいます。以下同じとします。）を使用して、第９種接

続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するときは、

あらかじめ内線番号、Ｘｉ等内線番号及び仮想内線番号の数並びにＸｉ等内線

番号接続可能数（１の第９種接続装置に係る接続点からＸｉ等内線番号に係る

アクセス回線への通信を同時に行うことができる論理チャネルの数をいいます。

以下同じとします。）を指定して届け出ていただきます。

２　当社は、第９種接続装置に係るビジネスmopera契約において、内線番号、Ｘ

ｉ等内線番号及び仮想内線番号の数並びにＸｉ等内線番号接続可能数が、当社

が定める数を超える場合を除き、内線番号に係る通信を行うために必要となる

登録を行います。

３　契約者は、所属する内線グループ、内線番号、Ｘｉ等内線番号等及び仮想内

線番号の数並びに内線番号接続可能数の変更を請求することができます。この

場合、当社は、前２項の規定に準じて取り扱います。

４　当社は、契約者からの申出によるほか、第２項に該当することが判明したと

き又は該当することとなったときは、内線グループに係る登録を削除します。

５　当社は、前項の規定により内線グループに係る登録を削除する場合は、あら

かじめその旨を通知します。

（同報グループの指定等）

第11条の３　第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、第10種接続装置に

接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじ

め同報グループ（第10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間

の通信を同時に行うことのできるグループをいいます。以下同じとします。）を

指定して届け出ていただきます。

２　当社は、前項の規定により第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者から

申出があったときは、次の場合を除いて、同報グループに係る通信を行うため

に必要となる登録を行います。

(1) 登録する同報グループの数が当社が別に定める数を超えることとなるとき。

(2) その同報グループに係る全ての契約者の同意がないとき。

３　ビジネスmopera契約者は、同報グループの変更を請求することができます。

この場合において、当社は、前２項の規定に準じて取り扱います。

４　当社は、ビジネスmopera契約者からの申出によるほか、第２項の規定に該当

することが判明したときは、同報グループに係る登録を削除します。

５　当社は、前項の規定により同報グループに係る登録を削除する場合は、あら

かじめその旨を通知します。

（注）本条第２項に規定する当社が別に定める数は、「ボイスミーティングご利用

規約」及び「ボイスミーティングLiteご利用規約」に定めるところによりま
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す。

（接続先グループの指定等）

第11条の４　第11種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、認証回線（当社が定

める基準にしたがって契約者が選択した５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に

規定する一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るもの及びコースＡに係るも

のであって当社が別に定める基本使用料の料金種別に関するものを除きます。）

又はＸｉであって、当社が定める方法によりあらかじめ登録を行ったものをいい

ます。以下同じとします。）を使用して、第11種接続装置に接続された専用回線

等に係る接続点との間の通信を希望するときは、あらかじめ接続先グループ（第

11種接続装置に接続された専用回線等に係る接続点との間の通信を同時に行う

ことのできるグループをいいます。以下同じとします。）を指定して届け出てい

ただきます。この場合において、その届出が新たに接続先グループを構成する届

出であるときは、その代表認証回線（接続先グループを代表する１の認証回線を

いいます。以下同じとします。）を合わせて届け出ていただきます。

２　当社は、第11種接続装置に係るビジネスmopera契約において、その接続先グ

ループに係る全ての契約者の同意がない場合を除き、接続先グループに係る通

信を行うために必要となる登録を行います。

３　第11種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、接続先グループの変更を請

求することができます。この場合において、当社は、前２項の規定に準じて取

り扱います。

４　当社は、第11種接続装置に係るビジネスmopera契約者からの申出によるほか、

次のいずれかに該当することが判明したときは、その認証回線に係る登録及び

接続先グループに係る登録を削除します。この場合において、その削除のあっ

た認証回線が代表認証回線であるときは、新たに代表認証回線を届け出ていた

だきます。

(1) 番号認証機能の廃止があったとき。

(2) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。

(3) 第２項に該当することが判明したとき又は該当することとなったとき。

５　当社は、前項の規定により接続先グループに係る登録を削除する場合は、あ

らかじめその旨を通知します。

（アクセス回線の登録等）

第12条　第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）に規定するもの

をいいます。以下同じとします。）に係るビジネスmopera契約者は、その接続装

置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の契約者識別番号等を当社

が指定する方法により申し出ていただきます。

２　当社は、前項の規定により第９種接続装置に係るビジネスmopera契約者から

申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。

(1) 登録するアクセス回線の数が当社が定める数を超えることとなるとき。

(2) 申出のあったアクセス回線の契約者と第９種接続装置に係るビジネス

mopera契約者が、同一の契約者でないとき。

(3) 申出のあったアクセス回線について、他の第９種接続装置に係るビジネス

mopera契約のアクセス回線として、登録がされているとき。

(4) 申出のあったアクセス回線について、契約者以外の者の業務の用に供され、

それが業として行われるものと当社が認めるとき。

(5) 申出のあったアクセス回線について、５Ｇサービス契約約款又はＸｉサー

ビス契約約款に規定する番号変換機能の提供を受けていないとき。
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(6) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

３　第９種接続装置に係るビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合は、

当社は、前項の規定に準じて取り扱います。

４　当社は、第９種接続装置に係るビジネスmopera契約者からの申出によるほか、

次のいずれかに該当するときは、そのアクセス回線に係る登録を削除します。

(1) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。

(2) 第３項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき又は該当する

こととなったとき。

５　当社は、前項の規定によりアクセス回線等に係る登録を削除する場合は、あ

らかじめその旨を通知します。

６　第10種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）に規定するものをい

います。以下同じとします。）に係るビジネスmopera契約者は、その接続装置を

介して通信を行うことができるアクセス回線等の数を当社が指定する方法によ

り申し出ていただきます。この場合において、第10種接続装置に係るビジネス

mopera契約者は、同報グループごとにアクセス回線等の数を指定して申し出て

いただきます。

７　当社は、前項の規定により第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者から

申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。

(1) 登録するアクセス回線等の数が当社が別に定める数を超えることとなると

き。

(2) １の同報グループにおいて、登録するアクセス回線等の数が当社が別に定

める数を超えることとなるとき。

(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

８　第10種接続装置に係るビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合は、

当社は、前項の規定に準じて取り扱います。

９　当社は、第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者又はそのビジネス

mopera契約者が契約者識別番号等を登録したアクセス回線等の契約者からの申

出によるほか、第７項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき又

は該当することとなったときは、アクセス回線等に係る登録を削除します。

10　当社は、前項の規定によりアクセス回線等に係る登録を削除する場合は、あ

らかじめその旨を通知します。

11　第12種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）に規定するものをい

い、プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）に係るビジネスmopera契約

者は、その接続装置を介して通信を行うことができるアクセス回線等の契約者

識別番号等を当社が指定する方法により申し出ていただきます。

12　当社は、前項の規定により第12種接続装置に係るビジネスmopera契約者から

申出があったときは、次の場合を除いて、接続のために必要な登録を行います。

(1) 登録するアクセス回線の数が当社が定める数を超えることとなるとき。

(2) 申出のあったアクセス回線へ、特定電子メールの送信の適正化等に関する

法律（平成14年法律第26号）又は特定商取引に関する法律（昭和51年法律第

57号）の規定に違反して電子メールを送信する恐れがあるとき。

(3) 申出のあったアクセス回線の契約者と第12種接続装置に係るビジネス

mopera契約者が同一でない場合であって、そのアクセス回線の契約者の同意

がないとき。

(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

13　第12種接続装置に係るビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合は、
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当社は、前項の規定に準じて取り扱います。

14　当社は、第12種接続装置に係るビジネスmopera契約者からの申出によるほか、

次のいずれかに該当するときは、そのアクセス回線に係る登録を削除します。

(1) 基本使用料の料金種別が、当社が別に定めるものであるとき。

(2) 第12項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき又は該当する

こととなったとき。

15　当社は、前項の規定によりアクセス回線に係る登録を削除する場合は、あら

かじめその旨を通知します。

（注）本条第７項に規定する当社が別に定める数は、「ボイスミーティングご利用

規約」及び「ボイスミーティングLiteご利用規約」に定めるところによりま

す。

（国際アウトローミング接続）

第12条の２　ビジネスmopera契約者（第11種接続装置及び第12種接続装置に係る

契約者に限ります。以下この条において同じとします。）は、５Ｇサービス契約

約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に規定する国際

アウトローミングの電気通信回線（第12種接続装置（プランＡ又はプランＣに

限ります。）にあっては、５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ

（一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhome

でんわに限ります。）に係る国際アウトローミングの電気通信回線を除きます。）

と専用回線に係る接続点（当社が定めるものを除きます。）との間で通信を行う

ことができます。

２　ビジネスmopera契約者（第12種接続装置（プランＢに係るものに限ります。）

に係る契約者を除きます。）は、前項に規定する通信を行うときは、当社の指定

する方法により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

３　当社は、第１項の規定によりビジネスmopera契約者から申出があったときは、

当社の業務の遂行上支障がある場合を除いて、接続のために必要な登録を行い

ます。

（専用回線等の接続の一時中断）

第13条　当社は、ビジネスmopera契約者（第10種接続装置に係る契約者に限りま

す。）から請求があったときは、ビジネスmoperaの利用の一時中断（その契約者

識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいい

ます。以下同じとします。）を行います。

（専用回線等に関する事項の届出）

第14条　ビジネスmopera契約者は、ビジネスmopera契約に係る専用回線等につい

て、次に掲げる事項が生じたときは、そのことを速やかに所属専用回線等接続

サービス取扱所に届け出ていただきます。

(1) 専用回線等に係る契約の解除

(2) 専用回線等に係る権利の譲渡

(3) 専用回線等の利用休止

(4) その他当社が業務の遂行上必要と認める事項

（ビジネスmopera契約者の氏名等の変更の届出）

第15条　ビジネスmopera契約者は、氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の

送付先に変更があったときは、そのことを速やかに所属専用回線等接続サービ

ス取扱所に届け出ていただきます。

　ただし、その変更があったにもかかわらず、所属専用回線等接続サービス取

扱所に届出がないときは、第10条（契約者識別番号）､第12条（アクセス回線の
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登録等）、第18条（当社が行うビジネスmopera契約の解除）､第37条（接続休止）

及び第38条（利用停止）に規定する通知については、当社に届出を受けている

氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって

その通知を行ったものとみなします。

２　前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類

を提示していただくことがあります。

３　第１項の規定にかかわらず、当社は請求書等の送付先への郵送等の通知が３

回連続で不達であったことを確認したときは、その事実が解消されるまでの間、

請求書等の通知を行いません。

（ビジネスmopera契約に係る名義変更）

第16条　ビジネスmopera契約者は、ビジネスmopera契約に係る名義変更（氏名又

は名称の変更に伴うものを除きます。以下同じとします。）を請求することがで

きます。

２　ビジネスmopera契約者は、前項の規定により名義変更を請求するときは、当

事者が連署した当社所定の書面により所属専用回線等接続サービス取扱所に請

求していただきます。

３　当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。

(1) ビジネスmopera契約に係る名義変更により新たにそのビジネスmoperaサー

ビスの契約者になろうとする者が、専用回線等接続サービスに関する料金そ

の他の債務の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。

(2) ビジネスmopera契約に係る名義変更により新たにそのビジネスmoperaサー

ビスの契約者になろうとする者が、第47条（預託金）に規定する預託金を預

け入れないとき。

(3) ビジネスmopera契約に係る名義変更により新たにそのビジネスmoperaサー

ビスの契約者になろうとする者が、第58条（利用に係る契約者の義務）の規

定に違反するおそれがあるとき。

(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

４　ビジネスmopera契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのビジ

ネスmoperaサービスの契約者となる者は、名義変更前のビジネスmopera契約者

が有していた一切の権利（預託金の返還を請求する権利を除きます。）及び義務

を承継します。

５　前３項の規定にかかわらず、相続又は法人の合併若しくは分割（以下「相続

等」といいます。）に伴う名義変更の取扱いについては、次のとおりとします。

(1) 相続人、合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人又

は分割により営業を承継する法人（以下この条において「相続人等」といい

ます。）は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて

所属専用回線等接続サービス取扱所に請求していただきます。

(2) 当社は、相続人等から名義変更の請求があったときは、これを承諾します。

(3) 前２号の場合において相続人等が２人以上あるときは、そのうち１人を当

社に対する代表者として定めて請求していただきます。これを変更したとき

も同様とします。

(4) 前号の規定による代表者からの請求があるまでの間、当社は、相続人等の

１人を契約者として取り扱います。

６　ビジネスmopera契約に係る名義変更があったときは、名義変更後にそのビジ

ネスmopera契約者となる者はその専用回線等に係るアクセス回線等の契約者に

そのことを通知していただきます。
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（ビジネスmopera契約者が行うビジネスmopera契約の解除）

第17条　ビジネスmopera契約者は、ビジネスmopera契約を解除しようとするとき

は、そのことをあらかじめ所属専用回線等接続サービス取扱所に当社所定の書

面により通知していただきます。

（注）本条の規定により、ビジネスmopera契約を解除しようとするときは、その

ことをあらかじめアクセス回線等の契約者に通知していただきます。

（当社が行うビジネスmopera契約の解除）

第18条　当社は、第38条（利用停止）第１項の規定によりビジネスmoperaサービ

スの利用を停止されたビジネスmopera契約者が、なおその事実を解消しない場

合は、その契約を解除することがあります。

２　当社は、ビジネスmopera契約者が第38条第１項各号の規定のいずれかに該当

する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認めら

れるときは、前項の規定にかかわらず、ビジネスmoperaサービスの利用停止を

しないでそのビジネスmopera契約を解除することがあります。

３　当社は、前２項の規定によるほか、次のいずれかに該当するときは、そのビ

ジネスmopera契約を解除することがあります。

(1) ビジネスmopera契約者から第14条（専用回線等に関する事項の届出）に規

定する事項の届出があったとき。

(2) 専用回線等に係る電気通信事業者から第14条に規定する事項の通知があっ

たとき。

４　当社は、第１項、第２項又は第３項第２号の規定により、そのビジネスmopera

契約を解除しようとするときは、あらかじめビジネスmopera契約者にそのこと

を通知します。

第19条～第23条　削　除
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第４章　特定接続契約

（契約の単位）

第24条　当社は、１のＩＰアドレス（インターネットプロトコルで定められてい

るアドレスをいいます。以下同じとします。）ごとに１の特定接続契約を締結し

ます。この場合、特定接続契約者は、１の特定接続契約につき１人に限ります。

（特定接続契約申込の方法）

第25条　特定接続契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した

当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所に提出

していただきます。

(1) 電子メール（インターネット・メール・プロトコルに基づき送受信される

文字、数字及び記号等をいいます。以下同じとします。）の送信の際に使用

するＩＰアドレス（当社が別に定めるものに限ります。以下この章において

同じとします。）及びＦＲＯＭアドレス（電子メールの送信者を特定するた

めの電子メールのアドレスをいいます。以下同じとします。）

(2) セッション数（同時に接続できる通信の数をいい、当社が定める数以内と

します。以下同じとします。）

(3) 見込みトラヒック

(4) その他特定接続契約申込の内容を特定するための事項

２　前項の場合において、特定接続契約の申込みをする者は、当社が契約申込書

の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。

（注）本条第１項第１号に規定する当社が別に定めるものは、特定接続契約者が

占有して利用するグローバルアドレスとします。

（特定接続契約申込の承諾）

第26条　当社は、特定接続契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従っ

て承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しない

ことがあります。

(1) 特定接続契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金そ

の他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) 特定接続契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。

(3) 特定接続契約の申込みをした者が、第38条（利用停止）第１項各号又は第

２項の規定のいずれかに該当し、接続停止をされている、又は特定接続契約

の解除を受けたことがあるとき。

(4) 特定接続契約の申込みをした者が、第58条（利用に係る契約者の義務）の

規定に違反するおそれがあるとき。

(5) 次の条件について特定接続契約の申込みをした者の同意が得られないとき。

ア　電子メールの受信者から電子メールの受信を拒否する申出があった場

合は、以後その受信者へ電子メールを送信しないこと。

イ　送信する電子メールには、必ずあらかじめ届け出たＦＲＯＭアドレスを

記載すること。

ウ　あらかじめ届け出のあったＦＲＯＭアドレスが、当社が別に定める方法

により記載されていない電子メールについて、当社が、受信拒否する措置

をとる場合があること。

エ　受信者からの申出によりア又はイの規定に違反すると当社が認めた場

合に、当社が、電子メールの送信者を特定するために通信の履歴に関する
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調査を行うこと。

オ　その他当社の業務運営に支障を与える行為を行わないこと。

(6) 第25条（特定接続契約申込の方法）の規定により提示された書類に係る情

報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、特定接続契約

の申込みをした者の同意がないとき。

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（ＩＰアドレス及びセッション数の変更）

第27条　特定接続契約者は、電子メールの送信の際に使用するＩＰアドレス及び

セッション数の変更を請求することができます。この場合、当社は、前条の規

定に準じて取り扱います。

（ＦＲＯＭアドレス変更の届出）

第28条　特定接続契約者は、電子メールの送信の際に利用するＦＲＯＭアドレス

を変更しようとするときは、あらかじめそのことを所属専用回線等接続サービ

ス取扱所に届け出ていただきます。

（その他の提供条件）

第29条　契約者識別番号、特定接続契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、特

定接続契約者が行う特定接続契約の解除の取扱い及び当社が行う特定接続契約

の解除については、ビジネスmoperaサービスの場合に準ずるものとします。
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第５章　削　除

第30条～第34条　削　除
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第５章の２　通話録音契約

（契約の単位）

第34条の２　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１の通話録音契約を締結しま

す。この場合において、通話録音契約者は、１の通話録音契約につき１人に限

ります。

（通話録音契約申込の方法）

第34条の３　通話録音契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載

した当社所定の契約申込書を契約事務を行う専用回線等接続サービス取扱所に

提出していただきます。

(1) 専用回線等のサービスの種類等及び接続装置の種類等

(2) 専用回線等に係る電気通信事業者の氏名又は名称（当社が提出の必要がな

いと認める場合を除きます。）

(3) 専用回線等に係る接続点の所在場所（当社が提出の必要がないと認める場

合を除きます。）

(4) その他通話録音契約申込の内容を特定するための事項

２　前項の場合において、通話録音契約の申込みをする者は、当社が契約申込書

の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。

（通話録音契約申込の承諾）

第34条の４　当社は、通話録音契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に

従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しない

ことがあります。

(1) その申込みに係る専用回線等の接続に関し、その電気通信事業者の承諾が

得られないとき。

(2) その申込内容が当社が定める条件に適合しないとき。

(3) 通話録音契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金そ

の他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(4) 通話録音契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。

(5) 第58条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(6) 第34条の３（通話録音契約申込の方法）の規定により提示された書類に係

る情報を、当社がその書類の発行元機関へ通知する場合において、通話録音

契約の申込みをした者の同意がないとき。

(7) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（接続装置の区分の変更）

第34条の５　通話録音契約者は、接続装置の区分の変更の請求をすることができ

ます。

２　前項の請求があったときは、当社は、前条の規定に準じて取り扱います。

（その他の提供条件）

第34条の６　契約者識別番号、通話録音契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、

専用回線等に関する事項の届出、通話録音契約者が行う通話録音契約の解除の

取扱い及び当社が行う通話録音契約の解除については、ビジネスmoperaサービ

スの場合に準ずるものとします。
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第５章の３　ＳＭＳ送信契約

（契約の単位）

第34条の７　当社は、契約者識別番号１番号ごとに１のＳＭＳ送信契約を締結し

ます。この場合において、ＳＭＳ送信契約者は、１のＳＭＳ送信契約につき１

人に限ります。

（ＳＭＳ送信契約申込の方法）

第34条の８　ＳＭＳ送信契約の申込みをするときは、ＳＭＳ送信契約申込の内容

を特定するために必要な事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事

務を行う専用回線等接続サービス取扱所に提出していただきます。

２　前項の場合において、ＳＭＳ送信契約の申込みをする者は、当社が契約申込

書の記載内容を確認するための書類を提示していただきます。

　ただし、当社が提示の必要がないと認める場合は、この限りでありません。

（ＳＭＳ送信契約申込の承諾）

第34条の９　当社は、ＳＭＳ送信契約の申込みがあったときは、受け付けた順序

に従って承諾します。

２　当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しない

ことがあります。

(1) ＳＭＳ送信契約の申込みをした者が専用回線等接続サービスに関する料金

その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。

(2) ＳＭＳ送信契約に基づく接続に必要な電気通信設備に余裕がないとき。

(3) 第58条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。

(4) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

（アクセス回線の登録等）

第34条の10　ＳＭＳ送信契約者は、ＳＭＳ送信機能を使用して通信を行うことが

できるアクセス回線の契約者識別番号等を当社が指定する方法により申し出て

いただきます。

２　当社は、前項の規定によりＳＭＳ送信契約者から申出があったときは、次の

場合を除いて、通信を行うために必要な登録を行います。

(1) 登録するアクセス回線の数が当社が定める数を超えることとなるとき。

(2) 申出のあったアクセス回線へ、特定電子メールの送信の適正化等に関する

法律（平成14年法律第26号）又は特定商取引に関する法律（昭和51年法律第

57号）の規定に違反して電子メールを送信する恐れがあるとき。

(3) 申出のあったアクセス回線の契約者とＳＭＳ送信契約者が同一でない場合

であって、そのアクセス回線の契約者の同意がないとき。

(4) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

３　ＳＭＳ送信契約に係る名義変更があった場合は、当社は、前項の規定に準じ

て取り扱います。

　ただし、当社が別に定める方法により、ＳＭＳ送信契約者より申出があった

場合は、この限りではありません。

４　当社は、ＳＭＳ送信契約者が契約者識別番号等を登録したアクセス回線の契

約者から申出があったときは、その登録されたアクセス回線に係る契約者識別

番号等を削除します。この場合において、当社は、そのことをＳＭＳ送信契約

者に通知します。

（国際アウトローミング接続）

第34条の11　ＳＭＳ送信契約者は、５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約

款又は卸携帯電話サービス契約約款に規定する国際アウトローミングの電気通
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信回線（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、

コースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きます。）との間で

通信を行うことができます。

２　ＳＭＳ送信契約者は、前項に規定する通信を行うときは、当社の指定する方

法により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

３　当社は、第１項の規定によりＳＭＳ送信契約者から申出があったときは、シ

ョートメッセージ通信モードによる通信を行うために必要な登録を行います。

（その他の提供条件）

第34条の12　契約者識別番号、契約者の氏名等の変更の届出、名義変更、契約者

が行う契約の解除の取扱い及び当社が行う契約の解除については、ビジネス

moperaサービスの場合に準ずるものとします。
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第６章　付加機能

（付加機能の提供）

第35条　当社は、契約者から請求があったときは、別表２（付加機能）に規定す

る付加機能を提供します。

　ただし、第47条（預託金）に規定する預託金を預け入れないときは、当社は

その請求を承諾しないことがあります。

２　当社は、ビジネスmopera契約に係る名義変更があった場合において、その付

加機能に関して別表２に別段の定めがあるときは、第16条（ビジネスmopera契

約に係る名義変更）の規定にかかわらず、その付加機能を廃止します。

３　当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業

務の遂行上やむを得ない場合は、別表２に規定する各々の付加機能について、

一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、当社は当社のイ

ンターネットホームページに掲示する等の方法により、その旨を契約者へ周知

します。

４　当社は、前項の規定により付加機能の一部又は全部を廃止したことにより契

約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。
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第７章　利用中止等

（利用中止）

第36条　当社は、次の場合には、専用回線等接続サービスの利用を中止すること

があります。

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。

(2) 第40条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。

(3) 第６条（接続点の所在場所等の閲覧等）第２項の規定により接続点の所在

場所を変更するとき。

２　当社は、前項の規定により専用回線等接続サービスの利用を中止するときは、

あらかじめそのことを契約者にお知らせします。

　ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（接続休止）

第37条　当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止又は相互接続協定の

解除若しくは協定事業者の電気通信事業の休止により、契約者が専用回線等接

続サービスを全く利用できなくなったときは、その専用回線等接続サービスに

ついて接続休止（その専用回線等接続サービスに係る電気通信設備を他に転用

することを条件としてその専用回線等接続サービスを一時的に利用できないよ

うにすることをいいます。以下同じとします。）とします。

　ただし、その専用回線等接続サービスについて、契約者から契約の解除の通

知があったときは、この限りでありません。

２　当社は、前項の規定により、接続休止をしようとするときは、あらかじめそ

の契約者にそのことを通知します。

３　第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、

その接続休止の期間を経過した日において、その契約は解除されたものとして

取り扱います。この場合、当社はその契約者にそのことを通知します。

（利用停止）

第38条　当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が

定める期間（その専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務（この約

款の規定により、支払いを要することとなった専用回線等接続サービスに関す

る料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条

において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払わ

れるまでの間）その専用回線等接続サービスの利用を停止することがあります。

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支

払期日を経過した後、専用回線等接続サービス取扱所（料金収納事務を行う

当社の事業所に限ります。）以外において支払われた場合であって、当社が

その支払いの事実を確認できないとき、及び第49条の２（債権の譲渡等）の

規定により、当社がビジネスmoperaサービス及びＳＭＳ送信サービスの料金

その他の債務に係る債権を請求事業者（第49条の２に規定するものをいいま

す。）へ譲渡した場合であって、その請求事業者への支払いがないとき（請

求事業者がその支払いの事実を確認できないときを含みます。）を含みます。

以下この条において同じとします。）。

(2) 専用回線等接続サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に

事実に反する記載を行ったことが判明したとき。

(3) 第15条（ビジネスmopera契約者の氏名等の変更の届出）､ 第23条（その他

の提供条件）､ 第29条（その他の提供条件）、第34条（その他の提供条件）、

第34条の６（その他の提供条件）及び第34条の12（その他の提供条件）の規
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定に違反したとき並びにその規定により届け出た内容について事実に反す

ることが判明したとき。

(4) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の専用回線等

接続サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結してい

た他の電気通信サービスに関する料金その他の債務（当該契約約款の規定に

より支払いを要することとなったものをいいます。）について、支払期日を

経過してもなお支払わないとき。

(5) 第58条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。

(6) 第47条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。

２　前項によるほか、特定接続契約者が次のいずれかに該当するときは、その特

定接続サービスの利用を停止することがあります。

(1) 電子メールの受信者から電子メールの受信を拒否する申出があったにもか

かわらず、その受信者へ電子メールを送信したことが判明したとき。

(2) 受信者からの申出により、ＦＲＯＭアドレスが記載されていない電子メー

ルを送信したことが判明したとき。

３　当社は、前２項の規定により専用回線等接続サービスの利用停止をするとき

はあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。

　ただし、本条第１項第５号により利用停止を行うときであって、緊急やむを

得ない場合は、この限りでありません。
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第８章　通信

（通信の条件等）

第39条　専用回線等接続サービスに係る通信の取扱いについては、この約款によ

るほか、通信の相手先となるアクセス回線に係る契約約款に定めるところによ

ります。

２　契約者は、専用回線等を提供する電気通信事業者の契約約款に定めるところ

により専用回線等を利用することができない場合は、専用回線等接続サービス

を利用することができません。

３　当社は、接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証

しません。

４　前３項の規定によるほか、第９種接続装置に係る専用回線等接続サービスの

通信の条件は、次のとおりとします。

(1) 第９種接続装置（料金表第１表第１（接続装置使用料）の１（適用）に規

定するタイプ１に係るものに限ります。）に係る専用回線等接続サービスに

ついては、次のとおりとします。

ア　専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス（別表２（付加機能）に規定

する音声会議機能を利用する場合を除き、５Ｇサービス契約約款に規定す

る５Ｇ（一般契約に係る区分のうちコースＢに係るものに限ります。）及

び５Ｇhomeでんわを除きます。）又はＸｉサービスの契約者回線へ通信を

行うことができます。

イ　専用回線等に係る接続点との間の通信は、Ｘｉ等内線番号を使用して行

っていただきます。

ウ　専用回線等に係る接続点との間の通信は、接続装置の区分及び専用回線

等の伝送速度に応じて、同時に接続できる数に上限があります。

エ　当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、通信を

切断することがあります。

オ　前号の規定によるほか、専用回線等に係る接続点との間において一定時

間データが伝送されていないとき又は一定時間以上通信が継続したとき

は、通信を切断することがあります。

カ　専用回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める方法により行っ

ていただきます。

(2) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係る専用回線等接続

サービスについては、次のとおりとします。

ア　専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスタ

ー通信サービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービスに

係る契約者回線等へ通信を行うことができます。

イ　専用回線等に係る接続点との間の通信は、内線番号、Ｘｉ等内線番号又

はＩＰ電話番号を使用して行っていただきます。

ウ　専用回線等に係る接続点との間の通信は、接続装置の区分及び専用回線

等の伝送速度に応じて、同時に接続できる数に上限があります。

エ　当社は、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、通信を

切断することがあります。

オ　前号の規定によるほか、専用回線等に係る接続点との間において一定時

間データが伝送されていないとき又は一定時間以上通信が継続したとき

は、通信を切断することがあります。

カ　専用回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める方法により行っ
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ていただきます。

５　前４項の規定によるほか、第10種接続装置に係る専用回線等接続サービスの

通信の条件は、次のとおりとします。

(1) 専用回線等に係る接続点から５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター

通信サービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約

者回線等へ通信を行うことができます。この場合の通信の取扱いについては、

この約款によるほか、当該契約約款に定めるところによります。

(2) 専用回線等に係る接続点との間の通話モードによる通信は、ＩＰ電話番号

を使用して行っていただきます。

(3) 専用回線等に係る接続点との間の通話モードによる通信を行うときは、そ

の通信に先立ってセッション（通話モードにより通信を行うことができるア

クセス回線等の状態をいいます。以下この条において同じとします。）を設

定していただきます。

(4) 通話モードによる１の通信に係る通信時間は、当社が定める時間以内に限

ります。

　ただし、通信中に通信又はセッションの切断があった場合は、切断があっ

た時刻までとします

(5) 当社は、電波状況が著しく悪化した場合又は電気通信設備の保守上又は工

事上やむを得ない場合は、そのセッションを切断することがあります。

(6) 前号の規定によるほか、専用回線等に係る接続点との間において一定時間

データが伝送されていないとき又は一定時間以上通信が継続したときは、通

信を切断することがあります。

(7) 専用回線等に係る接続点との間の通信は、当社が定める方法により行って

いただきます。

６　前５項の規定によるほか、第12種接続装置に係る専用回線等接続サービス及

びＳＭＳ送信サービスの通信の条件は、次のとおりとします。

(1) 第12種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）に接続さ

れた専用回線等に係る接続点又はＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備から

５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分

のうち、コースＢに係るものに限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きます。）、

Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセー

ジ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限ります。）を行うこと

ができます。

(2) ５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線から第

12種接続装置（プランＢ又はプランＣに係るものに限ります。）に接続され

た専用回線等に係る接続点へのショートメッセージ通信モードによる通信

（当社が別に定めるものに限ります。）を行うことができます。

(3) 前号に規定する通信は当社が定める方法により行うこととします。

（注）当社がJAPANローミング™（当社の５Ｇサービス契約約款又はＸｉサービス

契約約款に規定するものをいいます。）を利用できる状態としているときは、

第12種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）に係る専用

回線等接続サービスにおいては第12条の２（国際アウトローミング接続）に

規定する必要な登録を当社が行っている場合、ＳＭＳ送信サービスにおいて

は第34条の11（国際アウトローミング接続）に規定する必要な登録を当社が

行っている場合に限り、本条第６項第１号に規定する通信を行うことができ

ます。
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（相互接続点との間の通信）

第39条の２　相互接続点との間の通信は、相互接続協定等に基づき当社が別に定

めた通信に限り行うことができます。この場合において、当社は、相互接続点

を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。

（通信利用の制限）

第40条　専用回線等接続サービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信

の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、

天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害

の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持の

ために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を

内容とする通信を優先的に取り扱うため、別表３（通信の優先的取扱いに係る

機関名）に掲げる機関に提供している専用回線等接続サービス以外のものによ

る通信の利用を中止する措置（特定の地域のアクセス回線等への通信又は専用

回線等への通信を中止する措置を含みます。）をとることがあります。

２　前項の規定によるほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時

間又は特定の地域の専用回線等への通信の利用を制限することがあります。
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第９章　料金等

第１節　料金及び工事費

（料金及び工事費）

第41条　当社が提供する専用回線等接続サービスの料金は、接続装置使用料、付

加機能使用料、通信料、手続きに関する料金、電話ユニバーサルサービス料及

び電話リレーサービス料とし、料金表第１表（料金）に定めるところによりま

す。

２　前項によるほか、当社が提供する専用回線等接続サービスの通信に関する料

金は、５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス

契約約款に定めるところによります。

３　当社が提供する専用回線等接続サービスの工事費は、料金表第２表（工事費）

に規定する工事費とします。

第２節　料金等の支払義務

（専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務）

第42条　契約者は、当社がその契約に基づいて専用回線等の接続を開始した日又

はＳＭＳ送信機能の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前

日までの期間（接続を開始した日又はＳＭＳ送信機能の提供を開始した日と解

除があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料金表第

１表第１（接続装置使用料）、第５（電話ユニバーサルサービス料）及び第６（電

話リレーサービス料）に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した

日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間（提供を開始した

日と廃止があった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、料

金表第１表第２（付加機能使用料）に規定する料金の支払いを要します。

２　前項の期間において、利用停止等により専用回線等接続サービスを利用する

ことができない状態が生じたときの接続装置使用料、付加機能使用料、電話ユ

ニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料（以下「接続装置使用料等」

といいます。）の支払いは、次によります。

(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の接続装置使用料等の支

払いを要します。

(2) 第39条（通信の条件等）第２項に規定する場合は、契約者は、その期間中

の接続装置使用料等の支払いを要します。

(3) 前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、専用回線等接続サ

ービスを利用できなかった期間中の接続装置使用料等の支払いを要します。

区　　　別 支払いを要しない料金

１　契約者の責めによらない理由に

より、その専用回線等接続サービス

を全く利用できない状態（その契約

に係る電気通信設備による全ての通

信に著しい支障が生じ、全く利用で

きない状態と同程度の状態となる場

合を含みます。）が生じた場合に、そ

のことを当社が認知した時刻から起

算して、24時間以上その状態が連続

したとき。

そのことを当社が認知した時刻以後

の通信ができなかった時間（24時間の

倍数である部分に限ります。）につい

て、24時間ごとに日数を計算し、その

日数に対応するその専用回線等接続

サービスについての料金
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２　専用回線等接続サービスの接続

休止をしたとき。

接続休止をした日から起算し、再び利

用できる状態とした日の前日までの

日数に対応するその専用回線等接続

サービスについての料金

３　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、

その料金を返還します。

（通信に関する料金の支払義務）

第43条　契約者は、第９種接続装置、第10種接続装置若しくは第12種接続装置に

接続する専用回線等に係る接続点又はＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備から

アクセス回線等への通信（その通信が契約者以外の者によって行われる場合を

含みます。）があったときは、料金表第１表第３（通信料）の規定に基づいて算

定した料金の支払いを要します。

２　前項の場合において、相互接続通信（相互接続点との間の通信をいいます。

以下同じとします。）に関する料金については、その通信に係る他社相互接続通

信（協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。）と

合わせて定めるものとし、その料金の取扱いは、当社の契約約款の定めるとこ

ろによります。

３　第１項の規定にかかわらず、専用回線等に係る接続点からの通信が、その専

用回線等に係る契約者以外の契約者に付与されたＩＰ電話番号を使用して行わ

れたときは、そのＩＰ電話番号を付与された契約者が支払いを要します。

４　前３項の規定にかかわらず、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信

について、この約款又は協定事業者の契約約款に別段の定めがある場合は、そ

の定めるところによります。

５　契約者は、前４項の規定によるほか、別表２（付加機能）、５Ｇサービス契約

約款、Ｘｉサービス契約約款、ワイドスター通信サービス契約約款、ワイドス

ターⅢ通信サービス契約約款又は卸携帯電話サービス契約約款に定めるところ

により通信に関する料金の支払いを要します。

（手続きに関する料金の支払義務）

第44条　契約者は、専用回線等接続サービスに係る契約の申込み又は手続きを要

する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第１表第４（手続きに関する

料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。

　ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったと

きは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているとき

は、当社は、その料金を返還します。

（工事費の支払義務）

第45条　契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第

２表（工事費）に規定する工事費の支払いを要します。

　ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあっ

たときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われてい

るときは、当社は、その工事費を返還します。

２　工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契

約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分につ

いて、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負

担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
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第３節　料金の計算等

（料金の計算等）

第46条　料金の計算方法並びに料金及び工事費の支払方法は、料金表通則に定め

るところによります。

第４節　預託金

（預託金）

第47条　契約者又は専用回線等接続契約に係る名義変更により新たにその契約者

になろうとする者は、次の場合には、専用回線等接続サービスの利用、名義変

更の承諾又は付加機能の利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあ

ります。

(1) 専用回線等接続契約の申込みの承諾を受けたとき。

(2) 専用回線等接続契約に係る名義変更の請求をしたとき。

(3) 第38条（利用停止）第１項第１号若しくは第４号の規定による利用停止を

受けた後、その利用停止が解除されるとき。

２　預託金の額は、１契約当たり10万円以内で当社が定める額とします。

３　前項の規定にかかわらず、第９種接続装置に係る専用回線等接続契約を締結

している場合の預託金の額は、１契約当たり100万円以内で当社が定める額とし

ます。

４　預託金については、無利息とします。

５　当社は、専用回線等接続契約の解除又は専用回線等接続契約に係る名義変更

等預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を返還

します。この場合において、その契約者が、その契約、その契約に係る国際電

話契約若しくは当社と契約を締結している若しくは締結していた他の専用回線

等接続契約に基づき支払うべき額（第49条の２（債権の譲渡等）の規定により、

当社が請求事業者（第49条の２に規定するものをいいます。）へ譲渡した債権に

関するものであって、その請求事業者へ支払うべき額を含みます。）又は当社と

契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る契約、

個別信用購入あっせん契約（当社の個別信用購入あっせん契約約款に規定する

ものをいいます。）若しくは割賦販売契約（当社の割賦販売契約約款に規定する

ものをいいます。）に基づき支払うべき額（当該契約約款の規定により、当社が

請求事業者へ譲渡した債権に関するものであって、その請求事業者へ支払うべ

き額を含みます。）があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返

還します。

第５節　割増金及び延滞利息

（割増金）

第48条　契約者は、料金又は工事費の支払いを不法に免れた場合は、その免れた

額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相

当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の規定により消費税相当額を加

算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の２倍に相当する額）

を割増金として支払っていただきます。

（延滞利息）

第49条　契約者は、料金その他の債務（第49条の２（債権の譲渡等）の規定によ

り、当社が請求事業者（第49条の２に規定するものをいいます。）へ譲渡した債

権を含み、延滞利息を除きます。以下、この条において同じとします。）につい

て支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払

いの日の前日までの日数について、年14.5％の割合で計算して得た額を延滞利
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息として支払っていただきます。

　ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、こ

の限りでありません。

２　当社は、前項に規定する延滞利息の支払い義務の適用を受けているビジネス

mopera契約について、ビジネスmopera契約者がそのビジネスmopera 契約に基づ

き支払うべき料金その他の債務がないときは、そのビジネスmopera契約に係る

延滞利息の支払い義務を適用しない場合があります。

第６節　債権の譲渡等

（債権の譲渡等）

第49条の２　当社が指定するビジネスmopera契約者又はＳＭＳ送信契約者（以下

この条において「ビジネスmopera契約者等」といいます。）は、当社がビジネス

moperaサービス又はＳＭＳ送信サービス（以下この条及び第64条（支払証明書

等の発行）において「ビジネスmoperaサービス等」といいます。）に係る料金そ

の他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しくは割増金等の料金以外

の債務をいいます。）に係る債権を、当社が別に定める第三者（以下「請求事業

者」といいます。）に譲渡することをあらかじめ承認していただきます。この場

合において、当社及び請求事業者は、ビジネスmopera契約者等への個別の通知

又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

２　ビジネスmopera契約者等は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を

譲渡する場合において、氏名、住所及び契約者識別番号等の情報（請求事業者

がビジネスmopera契約者等へ料金を請求するために必要な情報であって、当社

が別に定めるものに限ります。）並びに金融機関の口座番号、クレジットカード

のカード番号及び第38条（利用停止）の規定に基づきそのビジネスmoperaサー

ビス等の利用を停止しているときはその内容等の情報（請求事業者が料金を回

収するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。）を当社

が請求事業者へ提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。

３　ビジネスmopera契約者等は、当社が第１項の規定に基づき請求事業者へ譲渡

した債権に係る情報（請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が

定めるものに限ります。）を請求事業者が当社に提供する場合があることにあら

かじめ同意するものとします。

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める第三者は、第59条の２（プライバ

シーポリシー）に規定する「ＮＴＴドコモ　プライバシーポリシー」に定め

るところによります。
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第10章　保守

（当社の維持責任）

第50条　当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和

60年郵政省令第30号）に適合するよう維持します。

（契約者の維持責任）

第51条　契約者は、自営電気通信設備を、専用回線等に接続される端末設備等の

接続の技術的条件等に適合するよう維持していただきます。

（契約者の切分責任）

第52条　契約者は、相互接続装置を介して自営電気通信設備が接続されている場

合であって、接続装置その他当社の電気通信設備を利用することができなくな

ったときは、その自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修

理の請求をしていただきます。

２　前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、専用回線等

接続サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

３　当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定

した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原

因が自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担

していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の

額に消費税相当額を加算した額とします。

（修理又は復旧）

第53条　当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速

やかに修理し又は復旧するものとします。

　ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

２　前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができ

ないときは、第40条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通

信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところに

より優先的に修理し又は復旧します。

３　当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識

別番号を変更することがあります。



専 － 33

第11章　損害賠償

（責任の制限）

第54条　当社は、専用回線等接続サービスを提供すべき場合において、当社の責

めに帰すべき理由によりその専用回線等接続サービスを提供しなかったときは、

その専用回線等接続サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電気通

信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、専用回線等接続サービスが全く

利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において

同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上そ

の状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。

２　前項の場合において、当社は、専用回線等接続サービスが全く利用できない

状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間（24時間

の倍数である部分に限ります。）について、24時間ごとに日数を計算し、その日

数に対応するその専用回線等接続サービスに係る次の料金の合計額を発生した

損害とみなしその額に限って賠償します。

(1) 料金表第１表第１（接続装置使用料）、第２（付加機能使用料）、第５（電

話ユニバーサルサービス料）及び第６（電話リレーサービス料）に規定する

料金

(2) 料金表第１表第３に規定する料金（そのサービスを全く利用できない状態

が連続した期間の初日の属する料金月（１の暦月の起算日（当社が契約ごと

に定める毎暦月の一定の日をいいます。）における次の暦月の起算日の前日

までの間をいいます。以下同じとします。）の前６料金月の１日当たりの平

均通信料（前６料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に

定める方法により算出した額）により算出します。）

(3) ５Ｇサービス契約約款、Ｘｉサービス契約約款又は卸携帯電話サービス契

約約款に定める通信に関する料金（料金額の算定方法は当該契約約款の規定

に準じます。）

３　前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通

則の規定に準じて取り扱います。

４　当社の故意又は重大な過失により専用回線等接続サービスの提供をしなかっ

たときは、前３項の規定は適用しません。

（免責）

第55条　電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶され

ている情報等の内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより

損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであ

るときを除き、当社はその責任を負いません。

２　当社は、この約款等の変更により自営電気通信設備の改造又は変更（以下こ

の条において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、そ

の改造等に要する費用については負担しません。

　ただし、専用回線等に接続される端末設備等の接続の技術的条件の規定の変

更により、現に専用回線等に接続されている自営電気通信設備の改造等を要す

る場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部

分に限り負担します。

（当社が行う損害賠償の請求）

第55条の２　当社は、契約者の利用態様が、第三者の知的財産権、所有権その他

法令により保障された権利を害している又は害している可能性があるとして、

当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、契約者に
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対し、訴訟費用を含む全ての費用の支払い及び当社が被った損害の賠償を請求

できるものとします。
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第12章　雑則

（発信者番号通知）

第56条　第９種接続装置又は第10種接続装置に接続された専用回線等に係る接続

点からの通信等については、ＩＰ電話番号又は内線番号をその通信の着信のあ

ったアクセス回線等へ通知します。

　ただし、内線グループにおける通信以外の通信に限り、発信者は当社が別に

定める方法によりＩＰ電話番号を通知しないことができます。

２　当社は、ＩＰ電話番号又は内線番号を着信先のアクセス回線等へ通知する又

は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の

規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める方法は、通信の発信に先立ち「１８

４」をダイヤルする等の方法とします。

（承諾の限界）

第57条　当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾

することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき

又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の

業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この

場合は、その理由をその請求をした者に通知します。

　ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。

（利用に係る契約者の義務）

第58条　契約者は、次のことを守っていただきます。

(1) 故意に専用回線等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を

与える行為を行わないこと。

(2) 故意に多数の不完了呼（通信の相手先の応答前に発信を取りやめることを

いいます。）を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行

為を行わないこと。

(3) 専用回線等接続サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があ

り、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社

からの求めに応じてその利用を中止すること。

(4) 電子メールの送信は当社が別に定める方法により行うこと。

(5) 接続装置を介したショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請求

又はＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備からの通信は当社が定める方法に

より行うこと。

(6) 専用回線等に係る接続点との間の通信（第９種接続装置及び第10種接続装

置に係るものに限ります。）は、当社が定める通信の品質を確保して行うこ

と。

(7) 当社が定める条件に適合した専用回線等接続サービスの利用態様を維持す

ること。

(8) 専用回線等接続サービスを、第三者の権利侵害に該当する又はそのおそれ

のある態様で利用しないこと。

(9) 当社の承諾なく、第８条（ビジネスmopera契約申込の方法）の規定により

提出した利用態様を変更しないこと（承諾の必要がないと当社が認める場合

を除きます。）。

２　当社は、電子メールの送信にあたって、次の行為があったと認めたときは、

前項第４号の規定に違反したものとして取り扱います。
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(1) 広告又は宣伝の手段として送信する電子メールについて、受信を拒否する

意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為

(2) 当社が大量と認める電子メールを実在しないメールアドレスへ送信する行

為

(3) 電気通信設備等についてその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図

に反する動作をさせる不正な指令に係る電磁的記録その他の記録を、電子メ

ールを利用して送信する行為

(4) 前各号によるほか、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成

14年法律第26号）又は特定商取引に関する法律（昭和51年法律第57号）の規

定に違反して電子メールを送信する行為

３　当社は、接続装置を介したショートメッセージ通信モードによる信号の送信

の請求又はＳＭＳ送信機能に係る電気通信設備からの通信にあたって、次の行

為があったと認めたときは、第１項第５号の規定に違反したものとして取り扱

います。

(1) ５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線の契約

者から受信を拒否する意思表示があったにもかかわらず、再度送信する行為。

(2) 当社が大量と認めるショートメッセージ通信モードによる信号の送信の請

求を実在しない５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスに係る

契約者識別番号へ送信する行為。

４　当社は、契約者が当社と契約を締結している他の専用回線等接続サービス又

は契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において、

前２項の規定に相当する行為があったと当社が認めたときは、第１項第４号又

は第５号の規定に違反したものとして取り扱います。

（注）本条第１項第４号に定める当社が別に定める方法は、本条第２項の規定に

よるほか、「特定接続サービス利用規約」等に定めるところによります。

（約款の掲示）

第59条　当社は、この約款（変更があった場合は変更後の約款）を当社のインタ

ーネットホームページ又は当社が指定する専用回線等接続サービス取扱所にお

いて掲示することとします。

（プライバシーポリシー）

第59条の２　当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「ＮＴＴ

ドコモ　プライバシーポリシー」において公表します。

第59条の３　削　除

（当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等）

第59条の４　第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）に係るビジネス

mopera契約の申込みを承諾された者は、当社が定める国際電話サービス契約約

款の規定に基づいて、国際電話契約を締結したこととなります。

　ただし、ビジネスmopera契約の申込みを受けた者から当社に対してその国際

電話契約を締結しない旨の意思表示があったときはこの限りでありません。

２　前項の規定により国際電話契約を締結したビジネスmopera契約者は、当社が

提供する国際電話サービスを利用したときは、当社が定める国際電話サービス

契約約款の規定に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。

（専用回線等に係る電気通信事業者への照会）

第60条　当社は、契約者から第14条（専用回線等に関する事項の届出）、第23条（そ

の他の提供条件）、第34条（その他の提供条件）及び第34条の６（その他の提供

条件）に規定する事項の届出がないときは、専用回線等に係る電気通信事業者
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に、その事項について照会することがあります。

２　前項の照会に当たって、契約者は、あらかじめ同意書を提出することにより

これを承認していただきます。

（合意管轄）

第61条　契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、東

京地方裁判所又は契約者の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。

（専用回線等接続サービスの廃止）

第61条の２　当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術

上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、専用回線等接続サービスの一部を変

更又は専用回線等接続サービスの一部若しくは全部を廃止することがあります。

この場合において、当社は当社のインターネットホームページに掲示する等の

方法により、その旨を契約者へ周知します。

２　当社は、前項の規定により専用回線等接続サービスの全部を廃止するときは、

事業法施行規則第22条の２の10の規定に基づき、廃止の期日等を契約者へ通知

します。

３　当社は、第１項の規定により専用回線等接続サービスの一部又は全部を廃止

したことにより契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。

（準拠法）

第62条　この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠する

ものとします。
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第13章　その他のサービス

第63条　削　除

（支払証明書等の発行）

第64条　当社は、契約者等（第49条の２（債権の譲渡等）の規定により、当社が

その債権を譲渡したビジネスmoperaサービス等に係る者を除きます。以下この

条において同じとします。）から請求があったときは、当社が別に定めるところ

により、その専用回線等接続サービスに関する料金その他の債務（この約款の

規定により、支払いを要することとなった料金、工事費又は割増金等の料金以

外の債務をいいます。ビジネスmoperaサービス等同じとします。）が既に当社に

支払われた旨の証明書（以下「支払証明書」といいます。）を発行します。

２　当社は、契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、

その専用回線等接続契約に係る預託金が当社に預け入れされている旨の証明書

（以下「預託金預り証明書」といいます。）を発行します。

３　当社は、契約者から請求があったときは、当社の帳簿に基づき、その専用回

線等接続サービスに係る次の契約に関する事項の証明書（以下「契約事項証明

書」といいます。）を発行します。

　ただし、証明の請求のあった事項が過去のものであるときは、証明できない

ことがあります。

(1) 契約の申込みの承諾年月日（名義変更により契約者となった場合は、その

名義変更の承諾年月日とします。）

(2) 契約者の氏名又は住所等

(3) 契約者識別番号

４　契約者等は、前３項の請求をし、その支払証明書等（支払証明書、預託金預

り証明書又は契約事項証明書をいいます。以下同じとします。）の発行を受けた

ときは、料金表第３表第２に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。

（注）契約者は、本条の規定によるほか、個人情報の保護に関する法律（平成15

年法律第57号）第25条に基づく個人情報の開示に関する請求を行うことがで

きます。この場合において、契約者は当社が定める開示に関する手数料の支

払いを要します。

（ショートコードの発行）

第65条　ビジネスmopera契約者（第12種接続装置（プランＢ又はプランＣに係る

ものに限ります。）に係る契約者に限ります。以下、この条において同じとしま

す。）は、５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線と

の間のショートメッセージ通信モードによる通信（当社が別に定めるものに限

ります。）を、当社が別に定めるところにより、ショートコード（ビジネスmopera

契約者からの請求により当社が付与した数字をいいます。以下同じとします。）

を使用して行うことができます。

２　ビジネスmopera契約者は、ショートコードの発行を請求するときは、当社の

指定する方法により、あらかじめ当社に申し出ていただきます。

３　ビジネスmopera契約者は、前項の規定によりショートコードの発行を受けた

ときは、料金表第１表第４（手続きに関する料金）に規定するショートコード

発行手数料の支払いを要します。

（注）本条第１項に規定する当社が別に定めるところは、当社のインターネット

ホームページに定めるところによります。
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通則

（料金の計算方法等）

１　当社は、この料金表において、消費税相当額を含まない額（以下「税抜額」といいます。）

で料金を定めるときは、その額に消費税相当額を加算した額（以下「税込額」といいます。）

を併記します。この場合において、当社は税抜額により料金を計算することとします。

（注）この料金表に規定する税込額は消費税法第63条の２に基づき表示するものであり、税込

額で計算した額は実際に支払いを要する額と異なる場合があります。

２　当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、接続装置使用料等は暦月、通信に

関する料金は料金月に従って計算します。

　ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。

３　当社は、次の場合が生じたときは、接続装置使用料等のうち月額で定める料金（以下この

項において「月額料金」といいます。）をその利用日数に応じて日割します。

　ただし、第１表第１（接続装置使用料）において別段の定めがある場合は、その定めると

ころによります。

(1) 暦月の初日以外の日に付加機能の提供、ＩＰ電話番号の付与又は専用回線等接続契約に

係る電気通信回線の接続の開始があったとき。

(2) 暦月の初日以外の日に契約の解除、ＩＰ電話番号の廃止又は付加機能の廃止があったと

き。

(3) 暦月の初日に付加機能の提供、ＩＰ電話番号の付与又は専用回線等接続契約に係る電気

通信回線の接続を開始し、その日にその契約の解除、ＩＰ電話番号の廃止又は付加機能の

廃止があったとき。

(4) 第42条（専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務）第２項第３号の

表の規定に該当するとき。

４　前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第42条第２項第

３号の表の１欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をそ

の開始時刻が属する暦日とみなします。

５　当社は、専用回線等接続サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごと

に合計した額により、支払いを請求します。

６　当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することが

あります。

（端数処理）

７　当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、そ

の端数を切り捨てます。

（料金等の支払い）

８　契約者は、料金及び工事費について、所定の支払期日までに支払っていただきます。この

場合において、契約者は、その料金及び工事費（第49条の２（債権の譲渡等）の規定により、

当社が請求事業者へ譲渡したものを除きます。）について、当社が指定する専用回線等接続

サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。

９　料金及び工事費は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

（料金の一括後払い）

10　当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社

が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。

（消費税相当額の加算）

11　第42条（専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務）から第45条（工事

費の支払義務）までの規定等により、この料金表に定める料金又は工事費の支払いを要する

ものとされている額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。

　ただし、税込額のみで料金を定める場合は、この限りでありません。

（料金等の臨時減免）

12　当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、
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臨時に、その料金又は工事費を減免することがあります。

（注）当社は、第12項の規定により料金等の減免を行ったときは、関係の専用回線等接続サー

ビス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
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第１表　料金（その他のサービスの料金を除きます。）

第１　接続装置使用料

１　適用

接　続　装　置　使　用　料　の　適　用

接続装置の種類等 ア　ビジネスmoperaサービスに係る接続装置には、次の種類がありま

す。

種　　類 内　　　　　容

(ア)　削　除

(イ)～(ウ)　削　除

(エ)　削　除

(オ)～(カ)　削　除

(キ）　削　除

(ク)　削　除

(ケ)　第９種接続

装置（オフィス

リンク）

専用回線等接続契約に基づき、主として契約

者があらかじめ登録した５Ｇサービス、Ｘｉ

サービス、ワイドスター通信サービス又はワ

イドスターⅢ通信サービスの契約者回線との

間で、内線番号を使用して通話（おおむね３

kHz の帯域を使用して音声その他の音響を電

気通信回線を通じて送り、又は受ける通信）

を行うことができるようにするために設置す

るもの

(コ)　第10種接続

装置（ボイスミ

ーティング）

専用回線等接続契約に基づき、主として契約

者があらかじめ登録した５Ｇサービス、Ｘｉ

サービス、ワイドスター通信サービス、ワイ

ドスターⅢ通信サービス及び卸携帯電話サー

ビスに係る１又は複数の契約者回線との間で

通信（通話モードによる通信に限ります。）を

同時に行うことができるようにするために設

置するもの

(サ)　第11種接続

装置（アクセス

プレミアム）

①　②以外のもの

専用回線等接続契約に基づき、５Ｇサービス

（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るも

の及びコースＡに係るものであって当社が別

に定める基本使用料の料金種別に関するもの

に限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きま
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す。）、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サ

ービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線

との間で通信（当該契約約款に規定するデー

タ通信モードによる通信に限ります。）を行う

ことができるようにするために設置するもの

②　プランＣに係るもの

専用回線等接続契約に基づき、５Ｇサービス

（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るも

の及びコースＡに係るものであって当社が別

に定める基本使用料の料金種別に関するもの

に限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きま

す。）の契約者回線との間で通信（当該契約約

款に規定するデータ通信モードによる通信に

限ります。）を行うことができるようにするた

めに設置するもの

(シ)　第12種接続

装置（ＳＭＳセ

ンターサービ

ス）

専用回線等接続契約に基づき、契約者があら

かじめ登録した５Ｇサービス、Ｘｉサービス、

ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話

サービスの契約者回線との間でショートメッ

セージ通信モードによる通信（当社が別に定

めるものに限ります。）を行うことができるよ

うにするために設置するもの

(ス)　第13種接続

装置（アクセス

プレミアム５

Ｇ）

専用回線等接続契約に基づき、５Ｇサービス

（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るも

の及びコースＡに係るものであって当社が別

に定める基本使用料の料金種別に関するもの

に限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きま

す。であって、５Ｇサービス契約約款に規定

する5G SA及び5G SA接続先限定機能の提供を

受けているものに限ります。）の契約者回線と

の間で通信（５Ｇサービス契約約款に規定す

るデータ通信モードによる通信に限ります。）

を行うことができるようにするために設置す

るもの

イ　特定接続サービスに係る接続装置には、次の種類があります。

種　　類 内　　　　　容

特定接続装置 専用回線等接続契約に基づき、５Ｇサービス

又はＸｉサービスの契約者回線等との間で通

信を行うことができるようにするために設置

するものであって、当該契約約款に規定する

spモード電子メールの送信を行うためのもの
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ウ　通話録音サービスに係る接続装置には次の種類があります。

種　　類 内　　　　　容

通話録音接続装置 専用回線等接続契約に基づき、当社の電気通

信設備から録音情報（５Ｇサービス契約約款

又はＸｉサービス契約約款に規定する通話録

音機能に係るものをいいます。）の伝送を行う

ことができるようにするために設置するもの

エ　ＳＭＳ送信サービスに係る接続装置には、次の種類があります。

種　　類 内　　　　　容

ＳＭＳ送信機能 専用回線等接続契約に基づき、契約者があら

かじめ登録した５Ｇサービス（５Ｇサービス

契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区

分のうち、コースＢに係るものに限ります。）

及び５Ｇhomeでんわを除きます。）、Ｘｉサー

ビス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携

帯電話サービスの契約者回線へのショートメ

ッセージ通信モードによる通信（当社が別に

定めるものに限ります。）を行うことができる

機能

オ　第11種接続装置には次の区分があり、接続される専用回線等の種

類等に応じて２（料金額）のとおり料金を適用します。

区　　分 内　　　　　容

高速デジタル接続

用のもの

協定事業者が提供する高速ディジタル伝送サ

ービス（当社が接続可能なものに限ります。）

の電気通信回線を接続するための装置

イーサネット接続

用のもの

電気通信事業者が提供する電気通信サービス

（イーサネットフレームにより符号の伝送交

換を行うものであって、当社が接続可能なも

のに限ります。）の電気通信回線を接続するた

めの装置

ＩＰ網接続用のも

の

当社が別に定める協定事業者が提供するＩＰ

通信網サービスの電気通信回線（当社が指定

したものに限ります。）を経由して通信を行う

ためのもの

ＩＳＤＮ接続用の

もの

協定事業者が提供する総合ディジタル通信サ

ービスの電気通信回線（契約者が専用回線等

接続契約に基づき指定したものに限ります。）

を接続するための装置
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カ　第９種接続装置にはイーサネット接続用のもの又はＩＰ網接続用

のものがあり、その内容については、オの規定に準じるものとしま

す。

キ　第９種接続装置の接続装置使用料には次の区分があり、接続装置

の種類等、接続装置、ＩＰ電話番号、内線番号及び仮想内線番号の

数並びに外線接続可能数に応じて２（料金額）のとおり料金を適用

することとします。

区　　分 内　　　　　容

タイプ１ タイプ２以外のもの

タイプ２ 仮想ＰＢＸ装置（第９種接続装置を利用する

ために専用回線等接続サービス取扱所に設置

されている交換設備をいいます。以下同じと

します。）を利用する接続装置

ク　特定接続装置の接続装置使用料は、接続装置及び追加されるセッ

ションの数に応じて、２（料金額）のとおり料金を適用します。

ケ　第10種接続装置の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約

者はいずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきま

す。

区　　分 基本使用料の料金種別

ビジネスmopera プランＡ（ボイスミーティング）

プランＢ（ボイスミーティングLite）

コ　第10種接続装置の接続装置使用料は、ケの規定により選択した接

続装置使用料の料金種別、ＩＰ電話番号及びアクセス回線等の数に

応じて、２（料金額）のとおり料金を適用します。

サ　第10種接続装置の接続装置使用料（IP電話番号に係る加算額を除

きます。）は、通則第３項及び第４項の規定にかかわらず、日割しま

せん。

シ　第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、接続装置使用料

の料金種別の変更を行うことができません。

ス　第11種接続装置には、高速デジタル接続用のもの、イーサネット

接続用のもの又はＩＳＤＮ接続用のものがあり、その内容について

は、オの規定に準じるものとします。

セ　スの規定によるほか、第11種接続装置（接続装置の区分がイーサ

ネット接続用のものに限ります。）の接続装置使用料には次の料金種

別があり、契約者はいずれかの接続装置使用料の料金種別を選択し

ていただきます。

区　　分 内　　　　　容

プランＡ プランＢ又はプランＣ以外のもの
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プランＢ 当社が別に定める協定事業者が提供する固定

ＶＰＮサービス利用規約に規定する多重アク

セスにより通信を行うためのもの

プランＣ 当社が別に定める協定事業者が提供する電気

通信回線（当社が指定したものに限ります。）

を経由して通信を行うためのもの

ソ　第11種接続装置の接続装置使用料（プランＣに限ります。）は、第

42条（専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務）

の規定にかかわらず、専用回線等の接続を開始した日の属する暦月

の翌暦月から料金を適用します。

タ　第11種接続装置の接続装置使用料（プランＣに限ります。）は、通

則第３項及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。

チ　第12種接続装置には次の区分があります。

種　　類 内　　　　　容

高速デジタル接続

用のもの

協定事業者が提供する高速ディジタル伝送サ

ービス（当社が接続可能なものに限ります。）

の電気通信回線を接続するための装置

イーサネット接続

用のもの

電気通信事業者が提供する電気通信サービス

（イーサネットフレームにより符号の伝送交

換を行うものであって、当社が接続可能なも

のに限ります。）の電気通信回線を接続するた

めの装置

インターネット接

続用

協定事業者が提供するインターネットサービ

ス（当社が指定したものに限ります。）を経由

して通信を行うためのもの

ツ　第12種接続装置の接続装置使用料には次の料金種別があり、契約

者はいずれかの接続装置使用料の料金種別を選択していただきま

す。

区　　分 内　　　　　容

プランＡ（ＳＭＳ

センタープッシ

ュ）

契約者があらかじめ登録した５Ｇサービス

（５Ｇサービス契約約款に規定する５Ｇ（一

般契約に係る区分のうち、コースＢに係るも

のに限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きま

す。）、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サ

ービス又は卸携帯電話サービスの契約者回線

へのショートメッセージ通信モードによる通

信（当社が別に定めるものに限ります。）に限

り行うことができるようにするもの

プランＢ（ＳＭＳ ５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスター
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センターアップ） Ⅲ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契

約者回線から契約者へのショートメッセージ

通信モードによる通信（当社が別に定めるも

のに限ります。）に限り行うことができるよう

にするもの

プランＣ（ＳＭＳ

センタープッシュ

及びＳＭＳセンタ

ーアップ）

プランＡ及びプランＢで定めるショートメッ

セージ通信モードによる通信（当社が別に定

めるものに限ります。）を行うことができるよ

うにするもの

テ　第12種接続装置の接続装置使用料は、接続装置の種類、登録した

５Ｇサービス、Ｘｉサービス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸

携帯電話サービスの契約者識別番号の数並びに第12種接続装置（プ

ランＢ又はプランＣに係るものに限ります。）の接続装置を介して受

信されたショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの数

に応じて、２（料金額）のとおり料金を適用することとします。

ト　第12種接続装置に係る接続装置使用料（加算額に係るものに限り

ます。）については、通則第３項（料金の計算方法等）及び第４項の

規定にかかわらず、日割しません。

ナ　第13種接続装置の接続装置使用料は、接続装置に応じて、２（料

金額）のとおり料金を適用します。

ニ　通話録音接続装置には、次の区分があり、接続装置の種類に応じ

て、２（料金額）のとおり料金を適用します。

区　　分 内　　　　　容

高速デジタル接続

用のもの

協定事業者が提供する高速ディジタル伝送サ

ービス（当社が接続可能なものに限ります。）

の電気通信回線を接続するための装置

インターネット接

続用のもの

協定事業者が提供するインターネットサービ

ス（当社が指定したものに限ります。）を経由

して通信を行うためのもの

ヌ　ノに規定する高速デジタル接続用のものには、次の種別がありま

す。

区　　分 内　　　　　容

シングル接続 デュアル接続以外のもの

デュアル接続 契約の申込者が指定する２の高速ディジタル

伝送サービス（当社が接続可能なものに限り

ます。）の電気通信回線を接続するための装置

ネ　ＳＭＳ送信機能の接続装置使用料は、５Ｇサービス、Ｘｉサービ

ス、ワイドスターⅢ通信サービス又は卸携帯電話サービスの契約者

識別番号の登録数に応じて、２（料金額）のとおり料金を適用する
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こととします。

ノ　ＳＭＳ送信機能に係る接続装置使用料については、通則第３項（料

金の計算方法等）及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。

２　料金額

２－１　削　除

２－２　削　除

２－３　削　除

２－４　削　除

２－５　削　除

２－６　削　除
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２－７　第９種接続装置に係るもの

２－７－１　タイプ１に係るもの

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　分

単位 次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続

装置

基本額 １契約ご

とに

2,000円 ( 2,200円)

加算額 10Mb/s以

下タイプ

8,000円 ( 8,800円)イーサネット続

用のもの

100Mb/s

以下タイ

プ

１専用回

線等ごと

に

12,000円 (13,200円)

ＩＰ網接続用の

もの

14論理チ

ャネルタ

イプ

5,000円 ( 5,500円)

28論理チ

ャネルタ

イプ

10,000円 (11,000円)

69論理チ

ャネルタ

イプ

15,000円 (16,500円)

300 論 理

チャネル

タイプ

30,000円 (33,000円)

１仮想内線番号ごとに 100円 (   110円)
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２－７－２　タイプ２に係るもの

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　分

単位 次の税抜額（かっこ内は税込額）

基本額 基本額 2,000円 ( 2,200円)接続

装置

仮想ＰＢＸ装置の利用に係

るもの

１契約ご

とに

30,000円 (33,000円)

加算額 イーサネット接

続用のもの

10Mb/s以

下タイプ

8,000円 ( 8,800円)

100Mb/s

以下タイ

プ

１専用回

線等ごと

に

12,000円 (13,200円)

ＩＰ網接続用の

もの

14論理チ

ャネルタ

イプ

5,000円 ( 5,500円)

28論理チ

ャネルタ

イプ

10,000円 (11,000円)

69論理チ

ャネルタ

イプ

15,000円 (16,500円)

300 論 理

チャネル

タイプ

30,000円 (33,000円)

１ＩＰ電話番号ごとに 100円 (   110円)

１内線番号ごとに 400円 (   440円)

１外線接続可能数ごとに 800円 (   880円)

１仮想内線番号ごとに 100円 (   110円)
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２－８　第10種接続装置に係るもの

１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

プランＡ 基本額 8,300円 ( 9,130円)接続

装置

音声通信

用のもの

加算額 １ＩＰ電話番号

ごとに

100円 (   110円)

１アクセス回線

等ごとに

1,000円 ( 1,100円)

プランＢ 基本額 ―

加算額 １ＩＰ電話番号

ごとに

100円 (   110円)

１アクセス回線

等ごとに

300円 (   330円)
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２－９　第11種接続装置に係るもの

１契約ごとに

　　　料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

接続装置 64kb/s用のもの 7,000円 (    7,700円)ＩＳＤＮ接続用のもの

128kb/s用のもの 10,000円 (   11,000円)

64kb/s用のもの 7,000円 (    7,700円)高速デジタル接続用の

もの

128kb/s用のもの 10,000円 (   11,000円)

192kb/s用､256kb/s用､

384kb/s用又は512kb/s

用のもの

21,000円 (   23,100円)

768kb/s用のもの 22,000円 (   24,200円)

１ Mb/s用又は1.5Mb/s

用のもの

60,000円 (   66,000円)

１Mb/s用のもの 60,000円 (   66,000円)イーサネ

ット接続

用のもの

プランＡ

２Mb/s又は３Mb/s用の

もの

66,000円 (   72,600円)

４Mb/s用のもの 70,000円 (   77,000円)

５Mb/s用又は６Mb/s用

のもの

72,000円 (   79,200円)

10Mb/s用のもの 91,000円 (  100,100円)

20Mb/s用のもの 113,000円 (  124,300円)

30Mb/s用のもの 135,000円 (  148,500円)

40Mb/s用のもの 156,000円 (  171,600円)

50Mb/s用のもの 178,000円 (  195,800円)

60Mb/s用のもの 214,000円 (  235,400円)

70Mb/s用のもの 237,000円 (  260,700円)
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80Mb/s用のもの 260,000円 (  286,000円)

90Mb/s用のもの 283,000円 (  311,300円)

100Mb/s用のもの 306,000円 (  336,600円)

200Mb/s用のもの 607,000円 (  667,700円)

300Mb/s用のもの 859,000円 (  944,900円)

400Mb/s用のもの 1,091,000円 (1,200,100円)

500Mb/s用のもの 1,322,000円 (1,454,200円)

600Mb/s用のもの 1,554,000円 (1,709,400円)

700Mb/s用のもの 1,785,000円 (1,963,500円)

800Mb/s用のもの 2,017,000円 (2,218,700円)

900Mb/s用のもの 2,248,000円 (2,472,800円)

１Gb/s用のもの 2,480,000円 (2,728,000円)

２Gb/s用のもの 3,000,000円 (3,300,000円)

３Gb/s用のもの 3,500,000円 (3,850,000円)

４Gb/s用のもの 4,000,000円 (4,400,000円)

５Gb/s用のもの 4,500,000円 (4,950,000円)

６Gb/s用のもの 5,000,000円 (5,500,000円)

７Gb/s用のもの 5,500,000円 (6,050,000円)

８Gb/s用のもの 6,000,000円 (6,600,000円)

９Gb/s用のもの 6,500,000円 (7,150,000円)

10Gb/s用のもの 7,000,000円 (7,700,000円)

プランＢ 0.5Mb/s用のもの 10,000円 (   11,000円)

１Mb/s用のもの 25,000円 (   27,500円)

２Mb/s用又は３Mb/s用

のもの

35,000円 (   38,500円)
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４Mb/s用、５Mb/s用又

は６Mb/s用のもの

40,000円 (   44,000円)

10Mb/s用のもの 65,000円 (   71,500円)

20Mb/s用のもの 90,000円 (   99,000円)

30Mb/s用のもの 115,000円 (  126,500円)

40Mb/s用のもの 140,000円 (  154,000円)

50Mb/s用のもの 160,000円 (  176,000円)

60Mb/s用のもの 179,000円 (  196,900円)

70Mb/s用のもの 202,000円 (  222,200円)

80Mb/s用のもの 225,000円 (  247,500円)

90Mb/s用のもの 249,000円 (  273,900円)

100Mb/s用のもの 272,000円 (  299,200円)

プランＣ １Gb/s用のもの 350,000円 (  385,000円)

ＩＰ網接続用のもの 7,000円 (    7,700円)
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２－10　第12種接続装置に係るもの

 　　　料　金　額　（月額）

区　　　　　分 単　　位
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

接続装置 基本額 高速デジタル接続用の

もの又はイーサネット

接続用のもの

１専用回線等

ごとに

16,000円 (17,600円)

インターネット接続用

のもの

１契約ごとに 41,000円 (45,100円)

加算額 プランＡ又はプランＣ

に係るもの

１契約者識別

番号ごとに

75円 (  82.5円)

１契約ごとに 30,000円 (33,000円)プランＢ又はプランＣ

に係るもの

１の文字メッ

セージ受信ご

とに

3.0円 (   3.3円)

２－11　第13種接続装置に係るもの

１契約ごとに

　　　料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

接続装置 １Mb/s用のもの 60,000円 (   66,000円)イーサネット

接続用のもの

２Mb/s又は３Mb/s用のもの 66,000円 (   72,600円)

４Mb/s用のもの 70,000円 (   77,000円)

５Mb/s用又は６Mb/s用のもの 72,000円 (   79,200円)

10Mb/s用のもの 91,000円 (  100,100円)

20Mb/s用のもの 113,000円 (  124,300円)

30Mb/s用のもの 135,000円 (  148,500円)

40Mb/s用のもの 156,000円 (  171,600円)

50Mb/s用のもの 178,000円 (  195,800円)



専 － 56

60Mb/s用のもの 214,000円 (  235,400円)

70Mb/s用のもの 237,000円 (  260,700円)

80Mb/s用のもの 260,000円 (  286,000円)

90Mb/s用のもの 283,000円 (  311,300円)

100Mb/s用のもの 306,000円 (  336,600円)

200Mb/s用のもの 607,000円 (  667,700円)

300Mb/s用のもの 859,000円 (  944,900円)

400Mb/s用のもの 1,091,000円 (1,200,100円)

500Mb/s用のもの 1,322,000円 (1,454,200円)

600Mb/s用のもの 1,554,000円 (1,709,400円)

700Mb/s用のもの 1,785,000円 (1,963,500円)

800Mb/s用のもの 2,017,000円 (2,218,700円)

900Mb/s用のもの 2,248,000円 (2,472,800円)

１Gb/s用のもの 2,480,000円 (2,728,000円)

２Gb/s用のもの 3,000,000円 (3,300,000円)

３Gb/s用のもの 3,500,000円 (3,850,000円)

４Gb/s用のもの 4,000,000円 (4,400,000円)

５Gb/s用のもの 4,500,000円 (4,950,000円)

６Gb/s用のもの 5,000,000円 (5,500,000円)

７Gb/s用のもの 5,500,000円 (6,050,000円)

８Gb/s用のもの 6,000,000円 (6,600,000円)

９Gb/s用のもの 6,500,000円 (7,150,000円)

10Gb/s用のもの 7,000,000円 (7,700,000円)
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２－12　特定接続装置に係るもの

１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 基本額（セッション数２まで） 15,000円 (16,500円)

加算額（追加セッション数１ごとに） 7,500円 ( 8,250円)

２－13　通話録音接続装置に係るもの

１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 シングル接続に係るもの 49,000円 ( 53,900円)高速デジタル

接続用のもの

デュアル接続に係るもの 99,000円 (108,900円)

下欄以外のもの ―インターネッ

ト接続用のも

の インターネットＶＰＮ接

続に係るもの

19,000円 ( 20,900円)

２－14　ＳＭＳ送信機能に係るもの

１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　分 単　　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

ＳＭＳ送信機能 基本額 １契約ごとに 10,000円 (11,000円)

加算額 １契約者識別番号ごとに 75円 (  82.5円)
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第２　付加機能使用料

１　適用

付　加　機　能　使　用　料　の　適　用

(1) 削　除

(2) 分割送信機能

及び音声会議機

能に係る付加機

能使用料の適用

分割送信機能及び音声会議機能（アクセス回線等に関するものに限り

ます。）に係る付加機能使用料については、通則第３項（料金の計算方

法等）及び第４項の規定にかかわらず、日割しません。

(3) アシスト情報

送信機能に係る

付加機能使用料

の適用

ア　アシスト情報送信機能に係る付加機能使用料については、第11種

接続装置に係る契約者があらかじめ指定した５Ｇサービス（５Ｇサ

ービス契約約款に規定する一般契約に係る区分のうち、コースＢに

係るもの及びコースＡに係るものであって当社が別に定める基本使

用料の料金種別に関するものを除きます。）、Ｘｉサービス又は卸Ｘ

ｉサービス（以下「指定対象Ｘｉ等」といいます。）ごとに適用しま

す。

イ　別表２（付加機能）に規定する代表機能の提供を受けているとき

は、アの規定にかかわらず、その代表機能に係る２以上の第11種接

続装置に関する専用回線等接続契約のうち、契約者が指定した１の

専用回線等接続契約における指定対象Ｘｉ等に係るアシスト情報送

信機能に関する付加機能使用料のみ適用します。
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２　料金額

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続先識別機能 基本機能 基本額（１追加

接続番号ごとに）

5,500円(     6,050円)

追加機能（帯域非

制限機能）

加算額（１契約

ごとに）

24,000円(    26,400円)

代表機能（５Ｇデータアクセスセレク

ト／Ｘｉデータアクセスセレクト）

１契約ごとに 300円(       330円)

着信短縮ダイヤル機能（ＤｏＰａ・ク

イックナンバー）

１着信短縮番号

ごとに

36,000円(    39,600円)

特定相手先接続機能（ＤｏＰａ・ＶＰ

Ｎ）

１契約につき同

時接続可能数50

ごとに

同時接続可能数2,500までの部分

32,500円(    35,750円)

同時接続可能数2,501以上5,000ま

での部分

26,000円(    28,600円)

同時接続可能数5,001以上の部分

22,750円(    25,025円)

閉域接続機能 タイプＢ １管理回線ごと

に

5,100円(     5,610円)

接続迂回機能 第９種接続装置に

係るもの

１接続装置ごと

に

(1) 10Mb/s以下タイプ

8,000円(     8,800円)

100Mb/s以下タイプ

12,000円(    13,200円)

(2) 14論理チャネルタイプ

5,000円(     5,500円)

28論理チャネルタイプ

10,000円(    11,000円)

69論理チャネルタイプ

15,000円(    16,500円)

300論理チャネルタイプ

30,000円(    33,000円)

第11種接続装置に

係るもの

１契約ごとに (1) タイプ１

26,000円(    28,600円)

(2) タイプ２

50,000円(    55,000円)

(3) タイプ３

86,000円(    94,600円)

(4) タイプ４
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172,000円(   189,200円)

(5) タイプ５

258,000円(   283,800円)

(6) タイプ６

344,000円(   378,400円)

(7) タイプ７

430,000円(   473,000円)

(8) タイプ８

860,000円(   946,000円)

(9) タイプ９

1,720,000円( 1,892,000円)

ＶｏＩＰ－ＧＷ接続機能 １ＧＷ接続用Ｉ

Ｐ電話番号ごと

に

100円(       110円)

同時接続数１ご

とに

800円(       880円)

留守番電話機能 １内線番号ごと

に

300円(       330円)

メッセージ応答機能 登録可能数１ご

とに

2,000円(     2,200円)

分割送信機能 １契約者識別番

号ごとに

20円(        22円)

アシスト情報送信機能 タイプＡ １指定対象Ｘｉ

等ごとに

300円(       330円)

タイプＢ １指定対象Ｘｉ

等ごとに

100円(       110円)

音声会議機能 １ＩＰ電話番号

ごとに

100円(       110円)

１アクセス回線

等ごとに

300円(       330円)

ダイナミックDNSオプション機能 １契約ごとに 10,000円(    11,000円)
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第３　通信料

１　適用

通　　信　　料　　の　　適　　用

(1) 通信時間等の

測定等

第９種接続装置（タイプ２に係るものに限ります。）及び第10種接続装

置に係る通信時間は、専用回線等に係る接続点とアクセス回線等との

間を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、契約者又は着信

者による端末設備の操作等により通信終了の信号を受けて、その通信

をできない状態にした時刻（第39条（通信の条件等）の規定により当

社が通信を切断したときは、その時刻とします。）までの経過時間とし、

当社の機器（相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。）

により測定します。

(1)の２　第10種

接続装置に係る

通信料の適用

第10種接続装置に係る接続点から、第９種接続装置に係る接続点への

通信については、支払いを要しません。

(1)の３　第９種

接続装置に係る

通信料の適用

ア　第９種接続装置に係る契約者は、内線番号又はＸｉ等内線番号を

使用して第９種接続装置に係る接続点から行った通信について、次

表に規定する定額通信料を適用する取扱い（以下「オフィスリンク

定額」といいます。）を選択したこととなります。

１Ｘｉ等内線番号接続可能数ごとに

区　　　分 定額通信料（月額）

オフィスリンク定額 税抜額 400円 (税込額 440円)

イ　ビジネスmoperaサービスを利用することができない期間があった

場合のオフィスリンク定額に係る定額通信料の取扱いについては、

ビジネスmoperaサービスの接続装置使用料の取扱いに準ずるものと

します。

ウ　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。

エ　イに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。

オ　第９種接続装置に係る接続点から、第９種接続装置及び第10種接

続装置に係る接続点への通信については、支払いを要しません。

(1)の４　第10種

接続装置に係る

定額通信料の適

用

ア　第10種接続装置に係るビジネスmopera契約者は、第10種接続装置

に係る接続点から定額対象Ｘｉ等（第10種接続装置に係るビジネス

mopera契約者があらかじめ指定した５Ｇサービス（５Ｇサービス契

約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係

るものに限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きます。）及びＸｉの

ことをいいます。以下同じとします。）に係る契約者回線への通話モ

ードによる通信に関する料金について、その月間累計額に代えて、

次表に規定する定額通信料を適用する取扱い（以下「一斉同報定額」

といいます。）を選択することができます。

１定額対象Ｘｉ等ごとに
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区　　　分 定額通信料（月額）

一斉同報定額 税抜額 900円 (税込額 990円)

イ　一斉同報定額は、アの規定にかかわらず、次のいずれかに該当す

る場合は選択することができません。

(ア)　契約者以外の者の業務の用に供され、それが業として行われ

るものと当社が認めるとき。

(イ)　その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

ウ　一斉同報定額に係る変更等があった場合は、一斉同報定額を選択

している期間又は一斉同報定額を選択していない期間ごとに料金を

算定します。

エ　当社は、一斉同報定額を選択している契約者から、この取扱いを

廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、

当該定額対象Ｘｉ等に係る一斉同報定額を廃止します。

(ア)　定額対象Ｘｉ等に係る基本使用料の料金種別が、当社が別に

定めるものであるとき。

(イ)　定額対象Ｘｉ等に係る契約の解除があったとき。

オ　ビジネスmoperaサービスを利用することができない期間があった

場合の一斉同報定額に係る定額通信料の取扱いについては、ビジネ

スmoperaサービスの接続装置使用料の取扱いに準ずるものとしま

す。

カ　当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われてい

るときは、その料金を返還します。

キ　オに規定する場合を除き、定額通信料については日割しません。

ア　第12種接続装置（プランＡ又はプランＣに係るものに限ります。）

又はＳＭＳ送信機能に係る接続点から５Ｇサービス（５Ｇサービス

契約約款に規定する５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに

係るものに限ります。）及び５Ｇhomeでんわを除きます。）、Ｘｉサー

ビス又は卸携帯電話サービスの契約者回線へのショートメッセージ

通信モードによる通信の料金は、次表に定める料金の額を適用しま

す。

送信１回ごとに

料　　　　金　　　　額

税抜額 1.5円 (税込額 1.65円)

(2) ５Ｇサービ

ス、Ｘｉサービ

ス又は卸携帯電

話サービスの契

約者回線へのシ

ョートメッセー

ジ通信モードに

よる通信の料金

の適用

イ　アの場合において、別表２（付加機能）に規定する分割送信機能

の提供を受けているときは、データを分割して伝送した回数に応じ

て、アに規定する料金の額を適用します。

(3) 携帯電話通信

料の月極割引の

適用

携帯電話通信料の月極割引とは、第９種接続装置に接続する専用回線

等に係る接続点から、５Ｇサービス（５Ｇサービス契約約款に規定す

る５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コースＢに係るものに限ります。）

及び５Ｇhomeでんわを除きます。）、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サー

ビスの契約者回線等への通信を行った場合に、その通信に関する料金
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の月間累計額から次表に規定する額の割引を行うことをいいます。

割　　　　引　　　　額

５Ｇサービス、Ｘｉサービス又は卸携帯電話サービスの契約者回

線等への通信に関する料金の月間累計額に0.20を乗じて得た額

(4) 当社が提供す

る国際電話サー

ビスの利用に係

る通信の料金の

適用

国際電話サービスの利用に係る通信に関する料金は、国際電話サービ

スに係る通信の料金と合わせて定めることとし、料金その他の取り扱

いについては、国際電話サービス契約約款に定めるところによります。

(5) 当社の機器の

故障等により正

しく算定するこ

とができなかっ

た場合の通信の

料金の取扱い

当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合の

通信の料金については、次のとおり取り扱います。

ア　過去１年間の実績を把握することができる場合

　機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日

（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断

して機器の故障等があったと認められる日）の属する料金月の前12

料金月の各料金月における１日平均の通信料が最低となる値に、算

定できなかった期間の日数を乗じて得た額

イ　ア以外

　把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した

１日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数

を乗じて得た額

（注）本欄(イ)に規定する当社が別に定める方法は、原則として、次

のとおりとします。

(1) 過去２か月以上の実績を把握することができる場合

　機器の故障等により正しく算定することができなかった日前

の実績が把握できる各料金月における１日平均の通信の料金が

最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(2) 過去２か月間の実績を把握することができない場合

　機器の故障等により正しく算定することができなかった日前

の実績が把握できる期間における１日平均の通信の料金又は故

障等の回復後の７日間における１日平均の通信の料金のうち低

い方の値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額

(6) 通信料の減免 災害が発生した場合に当社が指定する専用回線等に係る接続点からり

災者が行う通信については、第43条（通信に関する料金の支払義務）

の規定にかかわらず、その料金の支払いを要しません。



専 － 64

２　料金額

２―１　第９種接続装置に係るもの

料　金　額

料　　金　　種　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

通信料

下欄以外のもの ３分までごとに８円 ( 8.8円)

当社及び協定事業者が提供する携帯電話サービスの

契約者回線等への通信

１分までごとに18円 (19.8円)

当社が提供するワイドスター通信サービス又はワイ

ドスターⅢ通信サービスの契約者回線への通信

１分までごとに60円 (  66円)
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２―２　第10種接続装置に係るもの

料　金　額

料　　金　　種　　別

次の税抜額（かっこ内は税込額）

通信料

下欄以外のもの ３分までごとに８円 (  8.8円)

当社が提供する携帯電話サービス又は卸携帯電話サ

ービスの契約者回線等への通信

１分までごとに14.4円 (15.84円)

協定事業者が提供する携帯電話サービスの契約者回

線等への通信

１分までごとに18円 (19.8円）

当社が提供するワイドスター通信サービス又はワイ

ドスターⅢ通信サービスの契約者回線への通信

１分までごとに60円 (   66円)
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第４　手続きに関する料金

１　適用

手　続　き　に　関　す　る　料　金　の　適　用

手続きに関する料金は、次のとおりとします。(1) 手続きに関す

る料金の種別

料金種別 内　　　　　　　　容

ア　契約事務

手数料

専用回線等接続契約の申込みをし、その承諾を受

けたときに支払いを要する料金

イ　名義変更

手数料

専用回線等接続サービスに係る名義変更の請求

（相続等に伴うものを除きます。）をし、その承

諾を受けたときに支払いを要する料金

ウ　ショート

コード発行

手数料

専用回線等接続契約の第12種接続装置（プランＢ

又はプランＣに係るものに限ります。）に係る契

約の申込みをし、ショートコードの発行を受けた

ときに支払いを要する料金

エ　その他の

手数料

その他当社が別に定める手続きを要する請求を

し、その承諾を受けたときに支払いを要する料金

（注）イ欄に規定する当社が別に定めるものは、相続等に伴う名義変

更の請求とします。

(2) 契約事務手数

料の適用除外

１の契約について、その支払いを要する手続きが、第11種接続装置（プ

ランＣに係るものに限ります。）に係る契約の場合は、(1)欄及び２（料

金額）の規定にかかわらず、契約事務手数料は適用しません。

(3) その他の手数

料の適用除外

１の契約について、その支払いを要する手続きが、契約事務手数料を

要する手続きと同時に行われるものであるとき（当社が別に定める場

合を除きます｡)は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、その

他の手数料は適用しません。

(4) 手続きに関す

る料金の減免

当社は、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、手続きの態様等

を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあ

ります。
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２　料金額

２―１　２―２及び２―３以外のもの

料　金　額

料　金　種　別 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

(1) 契約事務手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円)

(2) 名義変更手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円)

(3) ショートコード発行手数料 １発行ごとに 5,000円 (5,500円)

(4) その他の手数料 別に算定する実費

２―２　第９種接続装置に係るもの

料　金　額

料　金　種　別 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

(1) 契約事務手数料 １契約ごとに 2,800円 (3,080円)

(2) 名義変更手数料 １契約ごとに 2,000円 (2,200円)

(3) ショートコード発行手数料 １発行ごとに 5,000円 (5,500円)

(4) その他の手数料 別に算定する実費

２―３　第11種接続装置及び第13種接続装置に係るもの

料　金　額

料　金　種　別 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

(1) 契約事務手数料 １契約ごとに 3,500円 (3,850円)

(2) 名義変更手数料 １契約ごとに 3,500円 (3,850円)

(3) ショートコード発行手数料 １発行ごとに 5,000円 (5,500円)

(4) その他の手数料 別に算定する実費
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第５　電話ユニバーサルサービス料

１　適用

電 話 ユ ニ バ ー サ ル サ ー ビ ス 料 の 適 用

(1) 電話ユニバー

サルサービス料

に係る適用除外

第11種接続装置、第12種接続装置、第13種接続装置、特定接続装置、

通話録音接続装置及びＳＭＳ送信機能に係る契約者は、電話ユニバー

サルサービス料の支払いを要しません。

(2) 第９種接続装

置及び第10種接

続装置に係る電

話ユニバーサル

サービス料の適

用

第９種接続装置及び第10種接続装置に係る電話ユニバーサルサービス

料の適用の単位については、２（料金額）の規定にかかわらず、１Ｉ

Ｐ電話番号及び１ＧＷ接続用ＩＰ電話番号の数に応じて２（料金額）

に係る加算額を適用します。

２　料金額

料　金　額（月額）

料　金　種　別 単　　位
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

基本額 １契約ごとに ２円 (2.2円)電話ユニバーサルサービ

ス料

加算額 １ＩＰ電話番号ごとに ２円 (2.2円)

１ＧＷ接続用ＩＰ電話

番号ごとに

２円 (2.2円)

（注）電話ユニバーサルサービス料は、電話ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご

負担いただく料金であり、電話ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったと

きは、料金額を見直します。
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第６　電話リレーサービス料

１　適用

電　話　リ　レ　ー　サ　ー　ビ　ス　料　の　適　用

(1) 電話リレーサ

ービス料に係る

適用除外

第11種接続装置、第12種接続装置、第13種接続装置、特定接続装置、

通話録音接続装置及びＳＭＳ送信機能に係る契約者は、電話リレーサ

ービス料の支払いを要しません。

(2) 第９種接続装

置及び第10種接

続装置に係るユ

ニバーサルサー

ビス料の適用

第９種接続装置及び第10種接続装置に係る電話リレーサービス料の適

用の単位については、２（料金額）の規定にかかわらず、１ＩＰ電話

番号及び１ＧＷ接続用ＩＰ電話番号の数に応じて２（料金額）に係る

加算額を適用します。

２　料金額

料　金　額（月額）

料　金　種　別 単　　位
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

電話リレーサービス料 基本額 １契約ごとに １円 (1.1円)

加算額 １ＩＰ電話番号ごとに １円 (1.1円)

１ＧＷ接続用ＩＰ電話

番号ごとに

１円 (1.1円)

（注１）電話リレーサービス料は、電話リレーサービスの提供を確保するためにご負担いただ

く料金であり、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額を見

直します。

（注２）電話リレーサービス料の支払いを要する暦月は、１年毎に当社が別に定めるものとし、

当社のインターネットホームページに掲示するものとします。
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第２表　工事費

区　　　　　　　分 工 事 費 の 額

専用回線等接続サービスに関する工事費 別に算定する実費

第３表　その他のサービスに関する料金等

第１　削　除

第２　支払証明書等の発行手数料

１　支払証明書又は預託金預り証明書１枚ごとに　　税抜額 400円(税込額 440円)

（注）支払証明書又は預託金預り証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料の

ほか、印紙代（消費税相当額を含みます｡)及び郵送料（実費）が必要な場合がありま

す。

２　契約事項証明書１契約ごとに　　　　　　　　　税抜額 300円(税込額 330円)

（注）契約事項証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料（実

費）が必要な場合があります。



専 － 71

別表１　営業区域

北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、千葉

県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、愛知県、静岡県、岐阜

県、三重県、富山県、石川県、福井県、大阪府、兵庫県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌

山県、広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、高知県、徳島県、福

岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

別表２　付加機能

種　　　　　　　類 提　供　条　件

１～５　削　除

６　接続先識別機能（５ＧデータＶＰＮ接

続サービス／ＸｉデータＶＰＮ接続サー

ビス）

(1) 追加接続番号（この機能を提供する

ために当社が付与する番号をいいます。

以下同じとします。）により、専用回

線等に係る通信の接続先（接続装置の

区分がイーサネット接続用のもの、Ｃ

Ｒ接続用のもの又はＡＴＭ続用のもの

に限ります。）を識別できるようにす

る機能（基本機能）をいいます。

(2) この機能を利用している契約者は、

帯域非制限機能（追加接続番号ごとに

伝送速度を制限しないようにする機能

（追加機能）をいいます。）を利用す

ることができます。

(1) 第11種接続装置（イーサネット接続用の

もの（接続装置使用料の料金種別がプラン

Ｂ又はプランＣであるものに限ります。）

を除きます。）又は第13種接続装置に係る

ビジネスmoperaサービスに限り提供しま

す。

(2) この機能の提供を受けるビジネスmopera

契約者は、あらかじめ追加接続番号の数を

当社に申し出ていただきます。

(3) 追加接続番号の数は当社が定める数以内

とします。

(4) 追加機能は、接続装置の区分がイーサネ

ット接続用のものに限り利用できます。

(5) 追加接続番号に関する提供条件について

は、契約者識別番号の場合に準ずるものと

します。

７　代表機能（５Ｇデータアクセスセレク

ト／Ｘｉデータアクセスセレクト）

　２以上の同一の種類の接続装置に係る

専用回線等接続契約（同一の契約者に係

るものに限ります。）について、それら

の契約者識別番号を代表する番号（この

機能を提供するために当社が付与する番

号をいいます。以下「代表番号」といい

ます。）を定め、その代表番号に着信す

る通信があった場合に、いずれか１の専

用回線等に接続することができるように

する機能をいいます。

(1) 第11種接続装置（接続装置の区分がＩＰ

網接続用のものを除きます。）又は第13種

接続装置に係るビジネスmoperaサービスに

限り提供します。

(2) 代表番号に関する提供条件については、

契約者識別番号の場合に準ずるものとしま

す。

(3) 当社は、アシスト情報送信機能（23欄に

規定するものをいいます。以下この欄にお

いて同じとします。）の提供を受けている

ビジネスmopera契約者からこの機能の利用

の請求を受けたときは、この機能に係る２

以上の第11種接続装置に関する専用回線等

接続契約における指定対象Ｘｉ等が同一で

ある場合に限り、この機能を提供します。

(4) 当社は、ビジネスmopera契約者からこの

機能を廃止する申出があった場合のほか、
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次のいずれかに該当する場合には、この機

能を廃止します。

①　この機能に係る２以上の同一の種類の

接続装置に関する専用回線等接続契約が

同一の契約者に係るものでないと当社が

認めたとき。

②　この機能と同時にアシスト情報送信機

能の提供を受けている場合であって、こ

の機能に係る２以上の第11種接続装置に

関する専用回線等接続契約における指定

対象Ｘｉ等が同一でないと当社が認めた

とき。

８　削　除

９　削　除

10　閉域接続機能

　専用回線等に係る接続点との間の通信

を、契約者があらかじめ登録した５Ｇサ

ービス（５Ｇサービス契約約款に規定す

る一般契約に係る区分のうち、コースＢ

に係るもの及びコースＡに係るものであ

って当社が別に定める基本使用料の料金

種別に関するものを除きます。以下この

欄において同じとします。）の契約者回

線との間の通信（当該契約約款に規定す

るデータ通信モードによる通信に限りま

す。以下この欄において同じとしま

す。）又はＸｉの契約者回線との間の通

信（当該契約約款に規定するデータ通信

モードによる通信に限ります。以下この

欄において同じとします。）に限り、行

うことができるようにする機能をいいま

す。

(1) 第11種接続装置（接続装置の区分がＩＰ

網接続用のものを除きます。）又は第13種

接続装置に係るビジネスmoperaサービスに

限り提供します。

(2) ビジネスmopera契約者は、登録に係る５

Ｇ契約者及びＸｉ契約者の承諾を得た上で

その登録の請求をしていただきます。

(3) ビジネスmopera契約者が登録できる５Ｇ

サービス及びＸｉの数は当社が別に定める

数以内とします。

(4) ビジネスmopera契約に係る名義変更があ

った場合（相続等の場合を除きます。）

は、この機能は廃止されます。

11～12　削　除

13　削　除

14　接続迂回機能（スタンバイオプショ

ン）

　専用回線等との間の通信において通信

の相手先との接続が確認できない場合等

に利用するための電気通信回線（以下こ

の欄において「予備回線」といいます。）

を接続するための機能をいいます。

(1) 第９種接続装置及び第11種接続装置（接

続装置の区分がイーサネット接続用のもの

（接続装置使用料の料金種別がプランＢ又

はプランＣであるものに限ります。）及び

ＩＰ網接続用のものを除きます。）に係る

ビジネスmoperaサービス（当社が別に定め

るものに限ります。）に限り提供します。

(2) 第11種接続装置に係る接続迂回機能には

次の種類があり、契約者はあらかじめいず
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れか１つを選択していただきます。

①　タイプ１

（基本インタフェース用のもの）

②　タイプ２

（１次群速度インタフェース用のもの）

③　タイプ３

（その他のインタフェース用（接続装置

の区分がＩＰ網接続用及びイーサネット

接続用のものを除きます。）のもの又は

イーサネット接続用（１Mb/s用から

100Mb/s用まで）のもの）

④　タイプ４

（イーサネット接続用（200Mb/s用）の

もの）

⑤　タイプ５

（イーサネット接続用（300Mb/s用）の

もの）

⑥　タイプ６

（イーサネット接続用（400Mb/s用）の

もの）

⑦　タイプ７

（イーサネット接続用（500Mb/s用）の

もの）

⑧　タイプ８

（イーサネット接続用（600Mb/s用から

１Gb/s用まで）のもの）

⑨　タイプ９

（イーサネット接続用（２Gb/s用から

10Gb/s用まで）のもの）

(3) 第９種接続装置に係る接続迂回機能には

次の種類があり、契約者はあらかじめいず

れか１つを選択していただきます。

①　10Mb/s以下タイプ

　（ＡＴＭ接続用のもの、ＣＲ接続用の

もの及びイーサネット接続用のもの）

②　100Mb/s以下のもの

　（ＡＴＭ接続用のもの、ＣＲ接続用の

もの及びイーサネット接続用のもの）

③　14論理チャネルタイプ

　（ＩＰ網接続用のもの）

④　28論理チャネルタイプ

　（ＩＰ網接続用のもの）

⑤　69論理チャネルタイプ

　（ＩＰ網接続用のもの）

⑥　300論理チャネルタイプ

　（ＩＰ網接続用のもの）

(4) 予備回線との間の通信は、専用回線等と

の間の通信とみなして取り扱います。
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（注１）本機能に係る伝送速度は接続装置に

より制限されます。

（注２）(2)に規定するその他のインタフェ

ースは、10BASE-T、100BASE-TX及びOC-3

等とします。

（注３）接続できる予備回線の種類等は、当

社が定める専用回線等接続サービス取扱

所において、本機能の種類ごとに閲覧に

供します。

15　削　除

16　削　除

17　削　除

18　留守番電話機能

　ＩＰ電話番号又は内線番号（ＶｏＩＰ

－ＧＷ接続機能に係るものを除きま

す。）により着信した通信のメッセージ

の蓄積及び蓄積したメッセージを再生す

る機能をいいます。

(1) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに

限ります。）に係るビジネスmoperaサービ

スに限り提供します。

(2) 蓄積したメッセージは、当社が別に定め

る時間が経過した後、消去します。

(3) (2)の規定によるほか、この機能の利用

の中止等があったときは、既に蓄積されて

いるメッセージが消去されることがありま

す。この場合、消去されたメッセージの復

元はできません。

(4) この機能を利用している契約者（第９種

接続装置に係るビジネスmoperaサービス契

約者に限ります。）は、メッセージの蓄積

があった場合に、その旨を電子メールによ

り通知することができます。

(5) この機能を利用している契約者は、メッ

セージの蓄積があった場合に、蓄積された

メッセージを電子メールとして送信するこ

とができます。

(6) メッセージの再生等当社が定める機能の

利用のために行った通信（当社が別に定め

る協定事業者が提供する電気通信サービス

の契約者回線等からの通信を含みます。）

に係る料金は、この機能に係る専用回線等

接続サービスの接続点への通信とみなして

取り扱います。

(7) 蓄積できるメッセージの数、１のメッセ

ージの蓄積時間その他の提供条件について

は、当社が定めるところによります。

19　削　除

20　メッセージ応答機能 (1) 第９種接続装置（タイプ２に係るものに
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　当社が定める方法により契約者が指定

したＩＰ電話番号への通信に対し、メッ

セージにより不在等を案内する機能をい

います。

限ります。）に係るビジネスmoperaサービ

ス（当社が別に定めるものを除きます。）

に限り提供します。

(2) この機能を利用している契約者は、メッ

セージを登録することができます。契約者

は、メッセージを登録する場合には、あら

かじめ登録可能数（登録できるメッセージ

の数をいいます。）を当社に申し出ていた

だきます。

(3) この機能の利用の中止等があったとき

は、登録したメッセージが消去されること

があります。この場合、消去されたメッセ

ージの復元はできません。

(4) メッセージの登録方法その他の提供条件

は当社が定めるところによります。

21　削　除

22　分割送信機能

　専用回線等に係る接続点から５Ｇサー

ビス（５Ｇサービス契約約款に規定する

５Ｇ（一般契約に係る区分のうち、コー

スＢに係るものに限ります。）及び５Ｇ

homeでんわを除きます。）、Ｘｉサービス

又は卸携帯電話サービスの契約者回線へ

のショートメッセージ通信モードによる

通信（当社が別に定めるものに限りま

す。）において、当社が定める情報量を

超えるデータを、分割して伝送すること

ができる機能をいいます。

(1) 第12種接続装置（プランＡ又はプランＣ

に係るものに限ります。）に係るビジネス

moperaサービス及びＳＭＳ送信サービスに

限り提供します。

(2) 分割して伝送することのできるデータの

情報量（分割する前の情報量をいいま

す。）は、当社が別に定めるところにより

ます。

23　アシスト情報送信機能

　当社が定める方法により、位置の測定

に係るアシスト情報（指定対象Ｘｉ等の

契約者回線に接続されている移動無線装

置の位置の測定の際に参考となる情報で

あって、当社が提供するものをいいま

す。）を送信又は受信する機能をいいま

す。

(1) アシスト情報送信機能には、タイプＡ

（指定対象Ｘｉ等が、第11種接続装置（接

続装置の区分がイーサネット接続用のもの

（接続装置使用料の料金種別がプランＡで

あるものに限ります。）に限ります。）に係

る接続点との間の通信を行う間、アシスト

情報の送信を行うもの）とタイプＢ（指定

対象Ｘｉ等と当社が定める接続点との間に

アクセス回線を設定してアシスト情報の受

信を行うもの）があり、ビジネスmopera契

約者はあらかじめいずれかを選択し、当社

に申し出ていただきます。この場合におい

て、タイプＡについては、第11種接続装置

（接続装置の区分がイーサネット接続用の

もの（接続装置使用料の料金種別がプラン

Ａであるものに限ります。）に限ります。）

に係るビジネスmoperaサービス（６欄に規

定する接続先識別機能又は14欄に規定する
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接続迂回機能の提供を受けているものを除

きます。）に限り、タイプＢについては、

第11種接続装置（接続装置の区分がイーサ

ネット接続用又はＩＰ接続用のものに限り

ます。）に係るビジネスmoperaサービスに

限り提供します。

(2) 当社は、この機能と同時に代表機能（７

欄に規定するものをいいます。以下この欄

において同じとします。）の提供を受けて

いるビジネスmopera契約者からこの機能の

利用の請求を受けたときは、その代表機能

に係る２以上の第11種接続装置に関する専

用回線等接続契約における指定対象Ｘｉ等

が同一である場合に限りこの機能を提供し

ます。

(3) 当社は、ビジネスmopera契約者からこの

機能を廃止する申出があった場合のほか、

この機能と同時に代表機能の提供を受けて

いる場合であって、代表機能における２以

上の第11種接続装置に関する専用回線等接

続契約における指定対象Ｘｉ等が同一でな

いと当社が認めたときは、この機能を廃止

します。

(4) 当社は、位置の測定に係るアシスト情報

の内容について保証しません。

(5) 当社は、位置の測定に係るアシスト情報

の送信又は受信に関する損害については、

責任を負いません。

(6) タイプＢを利用して指定対象Ｘｉ等に係

るアシスト情報を受信するときは、その指

定対象Ｘｉ等と第11種接続装置に係る接続

点との間に設定されているセッションが切

断されることがあります。

(7) この機能を利用した位置情報の要求の方

法その他の提供条件については、当社が別

に定めるところによります。

24　音声会議機能

　主として契約者があらかじめ登録した

５Ｇサービス又はＸｉサービスに係る１

又は複数の契約者回線との間で通話を同

時に行うことができるようにする機能を

いいます。

(1) 第９種接続装置に係るビジネスmoperaサ

ービスに限り提供します。

(2) この機能の提供を受けるビジネスmopera

契約者は、あらかじめ音声会議機能を利用

するためのIP電話番号の希望数及びアクセ

ス回線等の数を申し出ていただきます。こ

の場合においてビジネスmopera契約者は、

会議グループ（第９種接続装置に接続され

た専用回線等に係る接続点との間の通信を

同時に行うことのできるグループをいいま

す。以下この欄において同じとします。）

ごとにアクセス回線等の数を指定して当社
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が指定する方法により申し出ていただきま

す。

(3)　当社は、(2)の規定によりビジネス

mopera契約者から申出があったときは、次

の場合を除いて、会議グループに係る通信

を行うために必要となる登録を行います。

①　登録するIP電話番号の数又はアクセス

回線等の数が、当社が別に定める数を超

えることとなるとき。

②　その他当社の業務の遂行上支障がある

とき。

(4) ビジネスmopera契約者は、IP電話番号の

数及びアクセス回線等の数の変更を請求す

ることができます。

(5) 当社は、 (4)の規定によりビジネス

mopera契約者から請求があったときは、

(3)の規定に準じて取り扱います。

(6) 当社は、ビジネスmopera契約者からの申

出によるほか、(3)の規定のいずれかに該

当することが判明したとき又は該当するこ

ととなったときは、アクセス回線に係る登

録を削除します。この場合において、当社

は、ビジネスmopera契約者へあらかじめそ

の旨を通知します。

(7) ＩＰ電話番号の変更及びＩＰ電話番号に

係る発信者番号通知については、第10条の

２（ＩＰ電話番号）及び第56条（発信者番

号通知）の規定をそれぞれ適用します。

（注）(3)に規定する当社が別に定める数

は、IP電話番号の数については100、１

の会議グループに係るアクセス回線等の

数については200とします。

25　ダイナミックDNSオプション機能

　接続装置を介して５Ｇサービス（５Ｇ

サービス契約約款に規定する５Ｇ（一般

契約に係る区分のうち、コースＢに係る

もの及びコースＡに係るものであって当

社が別に定める基本使用料の料金種別に

関するものに限ります。）及び５Ｇhome

でんわを除きます。）のアクセス回線へ

の通信（５Ｇサービス契約約款に規定す

るデータ通信モードによる通信を行うこ

とができるようにする機能をいいます。

第11種接続装置（接続装置使用料の料金種別

がプランＣであるものに限ります。）に係る

ビジネスmoperaサービスに限り提供します。
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別表３　通信の優先的取扱いに係る機関名

機　　　　　関　　　　　名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

秩序の維持に直接関係がある機関

防衛に直接関係がある機関

海上の保安に直接関係がある機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信役務の提供に直接関係がある機関

電力の供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関

別表４の基準に該当する新聞社等の機関

預貯金業務を行う金融機関

国又は地方公共団体の機関

別表４　新聞社等の基準

区　　　分 基　　　　　　　　　　　　　準

１　新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議するこ

とを目的として、あまねく発売されること。

(2) 発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。

２　放送事業者 放送法（昭和25年法律第132号）第２条に定める基幹放送事業者、基幹

放送局提供事業者又は一般放送事業者（有線電気通信設備を用いて放

送を行う者にあっては、ラジオ放送（ラジオ放送の多重放送を受信

し、これを再放送することを含みます。）のみを行う者を除き、自主放

送を行う者に限ります。）

３　通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊

新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情

報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とす

る通信社
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　　　附　則（平成16年11月24日経企第1220号）

　（実施期日）

１　この約款は、平成16年12月１日から実施します。

　（専用回線等接続契約に係る経過措置）

２　この約款実施の際現に、当社が定めるｍｏｖａサービス契約約款の規定により締結されて

いる次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約

に移行したものとみなします。

専用回線等接続契約

データ通信用の一般接続装置に係る契約

mopera接続装置に係る契約

情報提供用接続装置に係る契約

企業システム接続装置に係る契約

ビジネスmopera接続装置に係る契約

BINWAN接続装置に係る契約

専用回線等接続契約

データ系直収契約

mopera直収契約

ビジネスmopera契約

第４種接続装置に係る契約

第６種接続装置に係る契約

３　この約款実施の際現に、当社が定めるＦＯＭＡサービス契約約款の規定により締結されて

いる次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約

に移行したものとみなします。

専用回線等接続契約

第１種接続利用契約

第２種接続利用契約

専用回線等接続契約

ビジネスmopera契約

第１種接続装置に係る契約

第５種接続装置に係る契約

４　この約款実施の際現に、当社が定めるＰＨＳサービス契約約款の規定により締結されてい

る次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の契約に

移行したものとみなします。

専用回線等接続契約

@FreeD接続装置に係る契約

専用回線等接続契約

ビジネスmopera契約

第３種接続装置に係る契約

５　この約款実施の際現に、当社が定めるパケット通信サービス契約約款の規定により締結さ

れている次の表の左欄の契約は、この約款実施の日において、当社と締結した同表の右欄の

契約に移行したものとみなします。

専用回線等接続契約

パケット接続装置に係る契約

一般接続装置に係る契約

ｉモード接続装置に係る契約

メール送信用接続装置に係る契約

専用回線等接続契約

ビジネスmopera契約

第２種接続装置に係る契約

特定接続契約

　（料金等の支払いに関する経過措置）

６　この約款実施前に、改正前のｍｏｖａサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款、Ｐ

ＨＳサービス契約約款及びパケット通信サービス契約約款の規定により生じた専用回線等

接続契約（第２項から第５項に規定する専用回線等接続契約に限ります。）に係る料金その

他の債権については、この約款実施の日において、その請求その他の取扱いについては、こ
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の約款の規定に準じて取り扱います。

　（この約款実施前に行った手続き等の効力等）

７　この約款実施前に、改正前のｍｏｖａサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約約款、Ｐ

ＨＳサービス契約約款及びパケット通信サービス契約約款の規定により行った手続きその

他の行為は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるとき

は、この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。

８　この改正規定実施の際現に、改正前のｍｏｖａサービス契約約款、ＦＯＭＡサービス契約

約款、ＰＨＳサービス契約約款及びパケット通信サービス契約約款の規定により提供してい

る専用回線等に係るサービスは、改正後のこの約款中にこれに相当する規定があるときは、

この約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。

　　　附　則（平成17年３月25日経企第1843号）

　この改正規定は、平成17年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成17年４月20日経企第94号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年４月27日から実施します。

　（第４種接続装置に係る経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結している第４種接続装置に係るビジ

ネスmopera契約は、改正後の規定によりセンタ直接接続の第４種接続装置に係るビジネス

mopera契約へ移行したものとみなします。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

３　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年４月20日経企第94号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年５月１日から実施します。

　（料金の支払に関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払又は支払わなければならなかった専用回

線等接続サービスの料金の他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている第３種接続装置に係るビ

ジネスmoperaサービス（改正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。）

は、平成20年１月７日までの間に限り提供するものとし、料金その他の提供条件については、

次のとおりとします。

(1) 接続装置使用料は次表に定めるところによります。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

接続装置 基本額（１契約につき１接続装置ごとに） 30,000円 (31,500円)

加算額（１契約につき追加番号１番号ごとに） 5,000円 ( 5,250円)
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(2) 付加機能使用料は次表に定めるところによります。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　分 単　位
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

接続先識別信号送出機能（VR機能） １契約につき１

接続装置ごとに

月額5,000円(5,250円)

(3) 契約者は、次表に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、ユニバー

サルサービス料に関するその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネス

moperaサービスの場合に準じるものとします。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

ユニバーサルサービス料 基本額 １接続装置ごとに ６円(6.3円)

加算額 １追加番号ごとに ６円(6.3円)

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いた

だく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額

を見直します。

(4) (1)から(3)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年５月24日経企第204号）

　この改正規定は、平成17年６月１日から実施します。

　　　附　則（平成17年６月20日経企第324号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年７月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（付加機能の提供に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているグループ認証機能及びＬｉ

ｖｅ送信機能に係る提供条件は次のとおりとします。

(1) 付加機能使用料については次表のとおりとします。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　分 単　位
次の税抜額（かっこ内は

税込額）

グループ認証機能 １契約ごとに 42,000円 (46,200円)

Ｌｉｖｅ送信機能 基本機能 基本額（１契約 50,000円 (55,000円)
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ごとに）

追加機能（送達通知機能） 加算額（１契約

ごとに）

10,000円 (11,000円)

(2) グループ認証機能は、専用回線等に係る接続点との間の通信を、当該契約約款に規定す

るグループ機能の提供を受けているアクセス回線に限り行うことができます。

(3) その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年10月25日経企第848号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成17年11月１日より実施します。

　ただし、接続先識別機能および即時接続機能の部分については、平成17年11月10日から、

第５種接続装置に係る部分については平成17年12月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成17年11月24日経企第961号）

　この改正規定は、平成17年12月１日より実施します。

　　　附　則（平成17年12月22日経企第1074号）

　この改正規定は、平成18年１月12日から実施します。

　　　附　則（平成18年２月22日経企第1255号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成18年８月24日経企第598号）

　この改正規定は、平成18年８月31日から実施します。

　　　附　則（平成18年10月25日経企第840号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成18年11月１日から実施します。

　（第４種接続装置に係る経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により締結しているセンタ直接接続の第４種接

続装置に係るビジネスmopera契約は、改正後の規定により第４種接続装置に係るビジネス

mopera契約へ移行したものとみなします。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

３　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成18年11月１日経企第870号）

　この改正規定は、平成18年11月１日から実施します。

　　　附　則（平成18年11月22日経企第952号）

　この改正規定は、平成18年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成18年12月25日経企第1094号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年１月１日から実施します。
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　（その他）

２　経企第94号（平成17年４月20日）の附則第３項第３号中｢(1)から(2)｣を｢(1)から(3)｣に改

め、同号を第４号とし、第２号の次に次の一号を加えます

(3) 契約者は、次表に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、ユニバー

サルサービス料に関するその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネス

moperaサービスの場合に準じるものとします。

料　金　額（月額）

料　金　種　別 単　　位
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

ユニバーサルサービス料 基本額 １接続装置ごと ７円(7.35円)

加算額 １追加番号ごとに ７円(7.35円)

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いた

だく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額

を見直します。

　　　附　則（平成19年２月７日経企第1249号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年２月14日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定前に支払い又は支払わなければならなかったビジネスmoperaサービスの料

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成19年３月23日経企第1393号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年４月１日より実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成19年４月23日経企第91号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成19年５月１日より実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により当社が提供している接続先識別機能（Ｖ

ｏＩＰ－ＧＷ接続サービス）は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社

が提供するＶｏＩＰ－ＧＷ接続機能に移行したものとみなします。

　　　附　則（平成19年４月27日経企第124号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成19年５月１日より実施します。

　（その他）

２　経企第94号（平成17年４月20日）の附則第３項中、「ビジネスmoperaサービス（改正前の

規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。）の」を「ビジネスmoperaサービ
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ス（改正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。）は、平成20年１月

７日までの間に限り提供するものとし、」に改めます。

　　　附　則（平成19年４月27日経企第120号）

　この改正規定は、平成19年５月７日より実施します。

　　　附　則（平成19年12月25日経企第939号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年１月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、ユニバーサルサービス料に係る部分以外については、平成20

年１月８日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第94号（平成17年４月20日）の附則第３項第３号(3)を次のように改めます。

(3) 契約者は、次表に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、ユニバー

サルサービス料に関するその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネス

moperaサービスの場合に準じるものとします。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

ユニバーサルサービス料 基本額 １接続装置ごとに ６円(6.3円)

加算額 １追加番号ごとに ６円(6.3円)

（注）ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービスの提供を確保するためにご負担いた

だく料金であり、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があったときは、料金額

を見直します。

　　　附　則（平成20年４月24日経企第120号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成20年５月１日より実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サー

ビスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成20年５月23日経企第223号）

　この改正規定は平成20年６月２日より実施します。

　　　附　則（平成20年６月12日経企第168号）

　この改正規定は平成20年６月19日より実施します。

　　　附　則（平成20年６月25日経企第368号）

　（実施期日）

１　この約款は、平成20年７月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、特定事業者（株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会社エヌ・
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ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社エヌ・ティ・

ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国及び株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ九州をいいます。以下この附則において同じとします｡)が定める専用回線等接続サー

ビス契約約款（以下この附則において「廃止約款」といいます｡)の規定により生じた専用回

線等接続サービスに係る料金その他の債権については、この改正規定実施の日において、当

社が特定事業者から譲り受けるものとし、その請求その他の取扱いについては、この約款の

規定に準じて取り扱います。

　（契約に関する経過措置）

３　この約款実施の際現に、廃止約款の規定により締結している専用回線等接続サービスに係

る契約は、この改正規定実施の日において、それぞれこの約款の規定により締結したこれに

相当する契約に移行したものとみなします。

　（この約款実施前に行った手続き等の効力等）

４　この改正規定実施前に、廃止約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に

規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この約款の規定に基

づいて行ったものとみなします。

５　この改正規定実施の際現に、廃止約款の規定により提供している専用回線等接続サービス

は、この附則に規定する場合のほか、この約款中にこれに相当する規定があるときは、この

約款の規定に基づいて提供しているものとみなします。

　　　附　則（平成20年７月25日経企第530号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成20年８月１日より実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

　　　附　則（平成20年８月７日経企第586号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成20年８月８日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成20年９月23日経企第719号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成20年10月１日より実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第６種接続装置の提供に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第６種接続装置に係るビジ

ネスmoperaサービスの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
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(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。

１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 基本額（１契約ごとに） 1,000円(1,100円)

加算額（１契約につき登録可能ＩＤ数

１ごとに）

500円(  550円)

(2) 第６種接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、

料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービス

の場合に準じるものとします。

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成20年11月24日経企第873号）

　この改正規定は、平成20年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成20年12月19日経企第1077号）

　この改正規定は平成20年12月22日より実施します。

　　　附　則（平成21年１月23日経企第1169号）

　（実施期日）

１　この改正規定は平成21年２月１日より実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第530号（平成20年７月25日）の附則第３項第２号中「(1)以外」を「(1)及び(2)以外｣

に改め、同号を第３号とし、第１号の次に次の一号を加えます

(2) 第５種接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、

料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービス

の場合に準じるものとします。

４　経企第719号（平成20年９月23日）の附則第３項第２号中「(1)以外」を「(1)及び(2)以外｣

に改め、同号を第３号とし、第１号の次に次の一号を加えます

(2) 第６種接続装置に係る契約者は、ユニバーサルサービス料の支払いを要するものとし、

料金額及びその他の提供条件については、改正後の規定におけるビジネスmoperaサービス

の場合に準じるものとします。

　　　附　則（平成21年２月23日経企第1285号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（ライブ映像送信機能の提供に関する経過措置）

３　削　除

４　削　除
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　（位置情報受信機能の提供に係る経過措置）

５　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している位置情報受信機能は、平成

24年３月31日までの間に限り提供するものとし、料金その他の提供条件は次のとおりとしま

す。

(1) 付加機能使用料については、次表のとおりとします。

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

位置情報受信機能 １契約ごとに 接続契約者回線の数が1,000以下の場合

200,000円 (  210,000円)

接続契約者回線の数が1,000を超え5,000以下の場合

500,000円 (  525,000円)

接続契約者回線の数が5,000を超える場合

1,000,000円 ( 1,050,000円)

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成21年３月25日経企第1433号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成21年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第848号（平成17年10月25日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

４　経企第1393号（平成19年３月23日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

　　　附　則（平成21年４月24日経企第87号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年６月１日から実施します。

　ただし、この改正規定中、附則第４項に規定する着信課金機能に関する部分は、平成21年

５月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（データ系直収サービスの提供に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているデータ系直収サービス（改

正前の規定により契約申込の承諾を受けているものを含みます。）の料金その他の提供条件に

ついては、次のとおりとします。
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(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　分 単　　位
次の税抜額（かっこ内

は税込額）

接続装置 一次群速度インタフェース接続

に係るもの

23ポートごとに 23,000円 (25,300円)

(2) データ系直収サービスに係る契約者は、電話ユニバーサルサービス料及び電話リレーサ

ービス料の支払いを要するものとし、料金額及びその他の提供条件については、改正後の

規定におけるビジネスmoperaサービスの場合に準じるものとします。

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

４　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第４項を次のように改めます。

４　削　除

　　　附　則（平成21年８月25日経企第550号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成21年10月22日経企第761号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成21年11月１日から実施します。

２　削　除

　　　附　則（平成21年11月24日経企第890号）

　この改正規定は、平成21年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成22年２月22日経企第1200号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年３月１日から実施します。

　ただし、この附則中、第５種接続装置に係るビジネスmoperaサービスに係る部分ついては、

平成22年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

４　削　除

　（その他）

５　経企第530号（平成20年７月25日）の附則第３項を次のように改めます。

(1) 第３項中、「第５種接続装置に係るビジネスmoperaサービスの」を「第５種接続装置に係

るビジネスmoperaサービスは、平成24年３月31日までの間に限り提供するものとし、」に改

めます。

(2) 第３号中、「(1)及び(2)」を「(1)から(3)に改め、同号を第４号とし、第２号の次に次

の一号を加えます。
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(3) 第５種接続装置に係るビジネスmopera契約は、平成24年３月31日をもって解除します。

　　　附　則（平成22年３月26日経企第1376号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年４月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第1285号（平成21年２月23日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

　　　附　則（平成22年４月８日経企第50号）

　この改正規定は、平成22年４月12日から実施します。

　　　附　則（平成22年７月１日経企第417号）

　この改正規定は、平成22年７月８日から実施します。

　　　附　則（平成22年12月７日経企第990号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成22年12月15日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第４種接続装置に係る接続装置使用料の適用に関する経過措置）

３　第４種接続装置に係る契約者は、この改正規定実施の日から平成23年３月31日までの間に

おいて、料金表第１表第１（接続装置使用料）の規定によるほか、接続される専用回線等の

種類等に応じて、次表に規定する接続装置使用料の適用を選択できるものとします。

(1) 基本額

１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 15,000円(15,750円)

(2) 接続装置の区分に係る加算額

１接続装置ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 64kb/s又は128kb/s用のもの 26,000円(27,300円)高速デジタ

ル用のもの
192kb/s、256kb/s、384kb/s、

512kb/s、768kb/s、1,152kb/s、

1,536kb/s用のもの

29,000円(30,450円)

ＡＴＭ用のもの 41,000円(43,050円)
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10Mb/s用のもの 33,000円(34,650円)イーサネッ

ト用のもの
100Mb/s用のもの 52,000円(54,600円)

ＣＲ用のもの 28,000円(29,400円)

インターネット用のもの 29,000円(30,450円)

ＩＰ網接続用のもの 29,000円(30,450円)

(3) 認証方式に係る接続装置の区分に関する加算額

ア　タイプ１に係るもの

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置

同時接続可能数

１契約につき同時接

続可能数１ごとに

10以下の部分 1,500円(1,575円)

10を超え50以下の部分 1,300円(1,365円)

50を超え100以下の部分 1,100円(1,155円)

100を超える部分 900円(  945円)

イ　タイプ２に係るもの

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置

認証用ＩＤ数

１契約につき認証用

ＩＤ数１ごとに

100以下の部分 210円(220.5円)

100を超え500以下の部分 190円(199.5円)

500を超え1000以下の部分 170円(178.5円)

1000を超える部分 150円(157.5円)
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ウ　タイプ３に係るもの

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置

認証用ＩＤ数

１契約につき認証用

ＩＤ数１ごとに

100以下の部分 500円  (525円)

100を超え500以下の部分 450円(472.5円)

500を超え1000以下の部分 400円  (420円)

1000を超える部分 350円(367.5円)

４　前項に規定する認証方式に係る接続装置の区分に関する加算額の適用は、次の(1)から(3)

に定めるところによります。

(1) 第４種接続装置は、認証方式により次の区分があります。

区　分 内　　　　　　　　容

タイプ１ タイプ２又はタイプ３以外のもの

タイプ２ 認証機能を備えた接続装置であって、タイプ３以外のもの

タイプ３ ワンタイムパスワード方式（アクセス回線からの接続のつど、接続に係る暗証

番号が変更される方式をいいます。）による認証機能を備えた接続装置

(2) タイプ１の第４種接続装置の提供を受ける場合は、あらかじめ契約者から申出のあった

同時接続可能数（アクセス回線から専用回線等に接続して通信を行う場合の同時に接続で

きる数をいいます。）に応じて、前項第３号のアに規定する認証方式に係る加算額を適用し

ます。

(3) タイプ２又はタイプ３に係る第４種接続装置の提供を受ける場合は、あらかじめ契約者

から申出のあった認証用ＩＤ数（接続の認証に利用する数字及び記号等を組み合わせたも

のの数をいいます。）に応じて、前項第３号のイ又はウに規定する認証方式に係る加算額を

適用します。

　　　附　則（平成22年12月20日経企第1063号）

　この改正規定は、平成22年12月24日から実施します。

　　　附　則（平成23年１月25日経企第1150号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年２月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　　　附　則（平成23年２月22日経企第1254号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成23年３月25日経企第1380号）

　この改正規定は、平成23年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成23年４月15日経企第63号）

　この改正規定は、平成23年４月25日から実施します。

　　　附　則（平成23年６月24日経企第380号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成23年７月13日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成23年８月20日経企第612号）

　この改正規定は、平成23年８月25日から実施します。

　　　附　則（平成23年11月９日経企第895号）

　この改正規定は、平成23年11月18日から実施します。

　　　附　則（平成23年11月22日経企第940号）

　この改正規定は、平成23年11月24日から実施します。

　　　附　則（平成23年12月20日経企第1084号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年１月１日から実施します。

　ただし、通信利用の制限に関する部分については、平成24年１月10日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年３月23日経企第1504号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（契約事務手数料の適用に関する特例）

３　この附則実施の日から平成25年３月29日までの間において、OFFICEED契約を締結している

者が、新たに当社と締結する第９種接続装置に係るビジネスmopera契約（１の契約に限りま

す。）の契約事務手数料については、(1)欄及び２（料金額）の規定にかかわらず、適用しま

せん。

　（第１種接続装置の提供に係る経過措置）

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している、３Mb/s用、4.5Mb/s用及

び６Mb/s用のものに係る高速デジタル接続用の第１種接続装置に関するビジネスmoperaサー

ビスの料金その他の提供条件については、次のとおりとします。
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(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。

１契約ごとに

　　　　　料　金　額　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 ３Mb/s用のもの 66,000円 ( 72,600円)高速デジタル接続用

のもの

4.5Mb/s 用のもの 70,000円 ( 77,000円)

６Mb/s用のもの 72,000円 ( 79,200円)

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

５　経企第530号（平成20年７月25日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

６　経企第87号（平成21年４月24日）の附則第３項第１号を次のように改めます。

(1) 接続装置使用料については、次表に定めるところによります。

料　金　額（月額）

区　　　　　　　分 単　　位
次の税抜額（かっこ内

は税込額）

接続装置 一次群速度インタフェース接続

に係るもの

23ポートごとに 23,000円 (25,300円)

７　経企第761号（平成21年10月22日）の附則第２項を次のように改めます。

２　削　除

８　経企第1200号（平成22年２月22日）の附則第３項及び第４項を次のように改めます。

３　削　除

４　削　除

　　　附　則（平成24年６月７日経企第301号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年６月25日経企第396号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　　　附　則（平成24年７月24日経企第543号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年７月31日から実施します。

　ただし、ｉモード情報提供接続契約に関する部分は平成24年４月１日から、第８種接続装

置及び第９種接続装置に関する部分は平成24年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

４　削　除

５　削　除

６　削　除

７　削　除

　（第８種接続装置の提供に係る経過措置）

８　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＡＴＭ接続用又はＣＲ接

続用の第８種接続装置に係るビジネスmoperaサービスの料金その他の提供条件は、次のとお

りとします。

(1) 接続装置使用料に係る基本額については、次表に定めるところによります。

料　金　額（月額)

区　　　　　　　分

単　位
次の税抜額

(かっこ内は税込額)

基本額 10Mb/s以下タイプ １契約ごとに 8,000円 ( 8,800円)接続

装置

ＡＴＭ接続

用のもの又

はＣＲ接続

用のもの

100Mb/s以下タイプ 12,000円 (13,200円)

(2) 接続迂回機能に係る付加機能使用料については、次表に定めるところによります。

料　金　額（月額）

区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続迂回機能 第８種接続装

置に係るもの

１接続装置ごとに 10Mb/s以下タイプ

8,000円 ( 8,800円)

100Mb/s 以下タイプ

12,000円 (13,200円)

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、改正後の規定における第８種接続装置に係るビ

ジネスmopera契約の場合に準じて取り扱います。

　（第９種接続装置の提供に係る経過措置）

９　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているＡＴＭ接続用又はＣＲ接

続用の第９種接続装置に係るビジネスmoperaサービスの料金その他の提供条件は、次のとお

りとします。

(1) 接続装置使用料に係る加算額については、次表に定めるところによります。
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料　金　額（月額)

区　　　　　　　分

単　位
次の税抜額

(かっこ内は税込額)

基本額 10Mb/s以下タイプ １契約ごとに 8,000円 ( 8,800円)接続

装置

ＡＴＭ接続

用のもの又

はＣＲ接続

用のもの

100Mb/s以下タイプ 12,000円 (13,200円)

(2) 接続迂回機能に係る付加機能使用料については、次表に定めるところによります。

料　金　額（月額）

区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続迂回機能 第９種接続装

置に係るもの

１接続装置ごとに 10Mb/s以下タイプ

8,000円 ( 8,800円)

100Mb/s 以下タイプ

12,000円 (13,200円)

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、改正後の規定における第９種接続装置に係るビ

ジネスmopera契約の場合に準じて取り扱います。

　　　附　則（平成24年８月16日経企第635号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年８月24日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第９種接続装置の提供に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第９種接続装置に係るビジ

ネスmopera契約は、この改正規定実施の日において、改正後の規定により当社が提供してい

るタイプ１の第９種接続装置に係るビジネスmopera契約に移行したものとみなします。

　　　附　則（平成24年８月23日経企第661号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成24年９月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成24年11月７日経企第972号）

　この改正規定は、平成24年11月７日から実施します。

　　　附　則（平成24年11月28日経企第1058号）

　この改正規定は、平成24年12月１日から実施します。

　　　附　則（平成25年２月27日経企第1427号）

　この改正規定は、平成25年３月８日から実施します。



専 － 96

　　　附　則（平成25年５月24日経企第215号）

　この改正規定は、平成25年６月３日から実施します。

　　　附　則（平成25年９月27日経企第824号）

　この改正規定は、平成25年10月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年３月25日経企第1592号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成26年４月１日から実施します。

　（料金等の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（通信利用継続機能に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している通信利用継続機能に係る提

供条件は次のとおりとします。

(1) 付加機能使用料については、定額対象ＦＯＭＡ等の数に応じて、次表に規定する額を適

用します。

料　金　額（月額）

区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

通信利用継続機能 １定額対象ＦＯＭ

Ａ等ごとに

450円 (495円)

(2) (1) 以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成26年５月22日経企第246号）

　この改正規定は、平成26年５月23日から実施します。

　　　附　則（平成26年８月25日経企第768号）

　この改正規定は、平成26年９月１日から実施します。

　　　附　則（平成26年12月24日経企第1457号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成27年３月24日経企第1955号）

　この改正規定は、平成27年４月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年６月11日経企第522号）

　この改正規定は、平成27年６月22日から実施します。

　　　附　則（平成27年６月26日経企第688号）

　この改正規定は、平成27年７月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年８月27日経企第1033号）

　この改正規定は、平成27年９月１日から実施します。

　　　附　則（平成27年９月18日経企第1156号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成27年10月１日から実施します。
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　（料金の支払に関する経過措置）

２　この改正規定実施前に、改正前の規定により支払又は支払わなければならなかった専用回

線等接続サービスの料金の他の債務については、なお従前のとおりとします。

３　削　除

４　削　除

５　削　除

６　削　除

７　削　除

８　削　除

　　　附　則（平成27年12月23日経企第1587号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年1月1日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかったＸｉサービスの料金その他

の債務については、なお従前のとおりとします。

３　経企第1592号（平成26年３月25日）の附則第３項の(1)を次のように改めます。

(1) 付加機能使用料については、定額対象ＦＯＭＡ等の数に応じて、次表に規定する額を適

用します。

料　金　額（月額）
区　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

通信利用継続機能 １定額対象ＦＯＭ

Ａ等ごとに

450円 (495円)

　　　附　則（平成28年２月22日経企第1822号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年３月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第11種接続装置に係る料金及び工事費の適用に関する特例）

３　この附則実施の日から平成31年３月31日までの間において、当社は、第４種接続装置に係

る契約を締結している者から請求があったときは、その契約者が新たに当社と締結するタイ

プ１の第11種接続装置に係る契約（その第４種接続装置に係る区分と同一であると当社が認

める１の契約に限ります。）の次の料金及び工事費について、料金表の規定にかかわらず、適

用しません。

(1) その第11種接続装置に係る契約に基づいて専用回線等の接続を開始した日（当社が別に

定める日までの間に限ります。）を含む暦月から起算して12暦月の間の接続装置使用料。

(2) 契約事務手数料。

(3) その第11種接続装置の設置に係る工事費。

４　タイプ１の第11種接続装置に係る契約の解除又は接続装置の区分の変更があったときは、

契約の解除又は変更があった日を含む暦月をもって、前項第１号の適用を廃止します。

５　第３項及び第４項の規定によるほか、第11種接続装置に係る料金及び工事費の適用に関す

る特例の適用を受ける契約者は、番号認証機能の適用に関する特例（Ｘｉサービス契約約款

に規定するものをいいます。）の対象となるＸｉを、その第４種接続装置に係る認証方式の区
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分と同一であって、当社が認める数に限り指定することができます。

　　　附　則（平成28年３月24日経企第2034号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第４種接続装置の提供に係る経過措置）

３　削　除

　　　附　則（平成28年４月27日経企第115号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年５月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第10種接続装置の提供に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供している第10種接続装置に係るパケ

ット通信モード及びデータ通信モードに係るビジネスmoperaサービスの料金その他の提供条

件については、次のとおりとします。

(1) 接続装置使用料については、接続装置の数に応じて次表に定める額を適用します。

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続装置 データ通信用のもの 3,700円 ( 4,070円)

(2) ファクシミリ送信に関する通信料については、１通信頁（日本工業規格に定めるＡ４又

はＢ４の紙面１枚をいいます。）ごとに税抜額 25円(税込額 27.5円)を適用し、その通信頁

数は当社の機器により測定します。

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年６月22日経企第429号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成28年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成28年12月21日経企第1425号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成29年４月６日経企第23号）

　この改正規定は、平成29年４月10日から実施します。
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　　　附　則（平成29年６月26日経企第469号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成29年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成29年12月19日経企第2149号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成30年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成30年４月18日経企第170号）

　この改正規定は、平成30年４月25日から実施します。

　　　附　則（平成30年９月19日経企第1555号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成30年10月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第543号（平成24年７月24日）の附則第８項を次のように改めます。

８　削　除

４　経企第1156号（平成27年９月18日）の附則第５項から第８項を次のように改めます。

５　削　除

６　削　除

７　削　除

８　削　除

　　　附　則（平成30年12月26日経企第2398号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、平成31年１月７日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（平成31年３月20日経企第3105号）

　（実施期日）

１　この附則は、平成31年４月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この附則実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第2034号（平成28年３月24日）の附則第３項を次のように改めます。

３　削　除

　　　附　則（令和元年５月21日経企第406号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和元年６月３日から実施します。
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　ただし、ビジネスmopera契約者の氏名等の変更の届出に関する部分については、令和元年

６月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和元年６月21日経企第811号）

　この改正規定は、令和元年７月１日から実施します。

　　　附　則（令和元年９月24日経企第1605号）

　（実施期日）

１　この改正規定は令和元年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第1592号（平成26年３月25日）の附則第３項中「定額対象ＦＯＭＡ等」を「定額対象

Ｘｉ等」に改めます。

　　　附　則（令和元年11月15日経企第2077号）

　この改正規定は令和元年12月11日から実施します。

　　　附　則（令和元年12月18日経企第2373号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和２年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和２年３月23日経企第3209号）

　この改正規定は令和２年３月25日から実施します。

　　　附　則（令和２年３月26日経企第3254号）

　この改正規定は、令和２年４月１日から実施します。

　　　附　則（令和２年12月15日経企第2224号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和３年３月17日経企第3020号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年３月18日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施の際現に、当社が定める専用回線等接続サービス契約約款の規定により

締結されている次の表の左欄の契約は、この改正規定実施の日において、当社と締結した同

表の右欄の契約に移行したものとみなします。

専用回線等接続契約

第12種接続装置（ＳＭＳセンタープッシ

ュ）に係る契約

専用回線等接続契約

第12種接続装置（ＳＭＳセンターサービス）

に係る契約プランＡ（ＳＭＳセンタープッ

シュ）



専 － 101

　　　附　則（令和３年３月19日経企第3049号）

　この改正規定は、令和３年３月26日から実施します。

　　　附　則（令和３年６月21日経企第767号）

　（実施期日）

１　この附則は、令和３年６月25日から実施します。

　（経過措置）

２　この附則実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（一部手続きの受付停止）

３　この附則実施の日から令和３年６月30日までの間、本約款の規定にかかわらず、当社は第

９種接続装置又は第10種接続装置に係る契約者（令和３年６月24日の当社が定める時刻にお

いて、ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約に定める会員であって、ドコモビジネスプレ

ミアクラブ会員規約に規定する一括請求の代表回線の契約者に限ります。）からの名義変更及

び契約の解除の請求を承諾することができません。

　　　附　則（令和３年６月24日経企第799号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和３年７月１日から実施します。

　（その他）

２　経企第87号（平成21年４月24日）の附則第３項２号中、「ユニバーサルサービス料」を「ユ

ニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料」に改めます。

　　　附　則（令和３年７月６日経企第948号）

　この改正規定は、令和３年７月８日から実施します。

　　　附　則（令和３年12月20日経企第2461号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和４年１月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和４年２月１日経企第2792号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和４年２月９日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和４年３月25日経企第3310号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和４年３月29日から実施します。

　（経過措置）

２　この改定規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和４年３月25日経企第3309号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和４年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
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　（その他）

３　経企第1156号（平成27年９月18日）の附則第３項及び第４項を次のように改めます。

３　削　除

４　削　除

　　　附　則（令和４年６月24日経企第769号）

　この改正規定は、令和４年７月１日から実施します。

　　　附　則（令和４年８月22日経企第1456号）

　この改正規定は、令和４年８月24日から実施します。

　　　附　則（令和５年３月16日経企第4175号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和５年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和５年６月28日経企第1185号）

　この改正規定は、令和５年７月１日から実施します。

　　　附　則（令和５年10月３日経企第2346号）

　この改正規定は、令和５年10月11日から実施します。

　　　附　則（令和６年５月１日経企第442号）

　この改正規定は、令和６年５月15日から実施します。

　　　附　則（令和６年５月22日経企第0718号）

　（実施期日）

１　この改正規定は令和６年６月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします

　（第１種接続装置の提供に係る経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている第１種接続装置に係るビ

ジネスmoperaサービス（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みま

す。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) 接続装置使用料

ア　接続装置使用料は次表に定めるところによります。
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１契約ごとに

　　　料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

接続装置 64kb/s用のもの 7,000円 (  7,700円)ＩＳＤＮ接

続用のもの

128kb/s用のもの 10,000円 ( 11,000円)

64kb/s用のもの 7,000円 (  7,700円)

128kb/s用のもの 10,000円 ( 11,000円)

高速デジタ

ル接続用の

もの又はＦ

Ｒ接続用の

もの 192kb/s用又は256kb/s用のもの 34,000円 ( 37,400円)

384kb/s用又は512kb/s用のもの 42,000円 ( 46,200円)

768kb/s用又は1Mb/s用のもの 60,000円 ( 66,000円)

1.5Mb/s用のもの 80,000円 ( 88,000円)

１Mb/s用のもの 167,000円 (183,700円)

２Mb/s用又は３Mb/s用のもの 179,000円 (196,900円)

ＡＴＭ接続

用のもの又

はＣＲ接続

用のもの
４Mb/s用、５Mb/s用又は６Mb/s用

のもの

250,000円 (275,000円)

10Mb/s用のもの 360,000円 (396,000円)

１Mb/s用のもの 107,000円 (117,700円)イーサネッ

ト接続用の

もの ２Mb/s用又は３Mb/s用のもの 123,000円 (135,300円)

４Mb/s用、５Mb/s用又は６Mb/s用

のもの

160,000円 (176,000円)

10Mb/s用のもの 270,000円 (297,000円)

20Mb/s用のもの 340,000円 (374,000円)

30Mb/s用のもの 410,000円 (451,000円)

40Mb/s用のもの 470,000円 (517,000円)

50Mb/s用のもの 530,000円 (583,000円)
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60Mb/s用のもの 590,000円 (649,000円)

70Mb/s用のもの 660,000円 (726,000円)

80Mb/s用のもの 730,000円 (803,000円)

90Mb/s用のもの 810,000円 (891,000円)

100Mb/s用のもの 890,000円 (979,000円)

イ　タイプ２に係る第11種接続装置の提供を受けているときは、第１種接続装置に係るビ

ジネスmopera契約が指定されていると当社が認める期間、アの規定に関わらず指定され

た第１種接続装置の接続装置使用料の支払いを要しません。

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和７年６月19日経企000600000817-01号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和７年７月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和７年９月11日経企000600001778-01号）

　この改正規定は令和７年９月22日から実施します。

　　　附　則（令和７年９月24日経企000600001917-01号）

　（実施期日）

１　この改正規定は令和７年10月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　　　附　則（令和７年12月19日経企000600002901-01号）

　（実施期日）

１　この改正規定は令和７年12月26日から実施します。

　ただし、この改正規定中、電話ユニバーサルサービス料に関する部分については令和８年

１月１日から実施します。

　（料金の支払いに関する経過措置）

２　この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービスの

料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（第１種接続装置に関する経過措置）

３　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されている第１種接続装置に係るビ

ジネスmoperaサービス（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けているものを含みま

す。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) 接続装置使用料

ア 接続装置使用料は次表に定めるところによります。
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１契約ごとに

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　　　分

次の税抜額（かっこ内は税込額）

64kb/s用のもの 7,000円 (  7,700円)ＩＳＤＮ接

続用のもの
128kb/s用のもの 10,000円 ( 11,000円)

接
続
装
置

64kb/s用のもの 7,000円 (  7,700円)

128kb/s用のもの 10,000円 ( 11,000円)

高速デジタ

ル接続用の

もの又はＦ

Ｒ接続用の

もの 192kb/s用又は256kb/s用のもの 34,000円 ( 37,400円)

384kb/s用又は512kb/s用のもの 42,000円 ( 46,200円)

768kb/s用又は1Mb/s用のもの 60,000円 ( 66,000円)

1.5Mb/s用のもの 80,000円 ( 88,000円)

１Mb/s用のもの 167,000円 (183,700円)

２Mb/s用又は３Mb/s用のもの 179,000円 (196,900円)

ＡＴＭ接続

用のもの又

はＣＲ接続

用のもの
４Mb/s用、５Mb/s用又は６Mb/s用の

もの

250,000円 (275,000円)

10Mb/s用のもの 360,000円 (396,000円)

１Mb/s用のもの 107,000円 (117,700円)イーサネッ

ト接続用の

もの ２Mb/s又は３Mb/s用のもの 123,000円 (135,300円)

４Mb/s用、５Mb/s用又は６Mb/s用の

もの

160,000円 (176,000円)

10Mb/s用のもの 270,000円 (297,000円)

20Mb/s用のもの 340,000円 (374,000円)

30Mb/s用のもの 410,000円 (451,000円)

40Mb/s用のもの 470,000円 (517,000円)

50Mb/s用のもの 530,000円 (583,000円)

60Mb/s用のもの 590,000円 (649,000円)
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70Mb/s用のもの 660,000円 (726,000円)

80Mb/s用のもの 730,000円 (803,000円)

90Mb/s用のもの 810,000円 (891,000円)

100Mb/s用のもの 890,000円 (979,000円)

イ タイプ２に係る第11種接続装置の提供を受けているときは、第１種接続装置に係るビジ

ネスmopera契約が指定されていると当社が認める期間、アの規定に関わらず指定された

第１種接続装置の接続装置使用料の支払いを要しません。

(2) 付加機能使用料は、次表に定めるところによります。

　　　　料　金　額　　（月額）

区　　　　　分 単　　位

次の税抜額（かっこ内は税込額）

接続先識別機能 基本機能 基本額（１追加

接続番号ごとに）

5,500円(  6,050円)

追加機能（帯域非

制限機能）

加算額（１契約

ごとに）

24,000円( 26,400円)

代表機能（ＦＯＭＡパケットアクセス

セレクト）

１契約ごとに 300円(    330円)

接続迂回機能 １契約ごとに (1) タイプ１

26,000円( 28,600円)

(2) タイプ２

50,000円( 55,000円)

(3) タイプ３

86,000円( 94,600円)

(3) (1)及び(2)以外の提供条件については、なお従前の通りとします。

４　この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供されているタイプ２に係る第11種接

続装置に係るビジネスmoperaサービス（改正前の規定により契約申込みの承諾を受けている

ものを含みます。）の料金その他の提供条件は、次のとおりとします。

(1) 接続装置使用料は次表に定めるところによります。
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１契約ごとに

　　　料　金　額（月額）

区　　　　　　　分
次の税抜額（かっこ内は税

込額）

接続装置 64kb/s用のもの 11,000円 (   12,100円)ＩＳＤＮ接続用のもの

128kb/s用のもの 14,000円 (   15,400円)

64kb/s用のもの 11,000円 (   12,100円)高速デジタル接続用の

もの

128kb/s用のもの 14,000円 (   15,400円)

192kb/s用又は256kb/s

用のもの

34,000円 (   37,400円)

384kb/s用又は512kb/s

用のもの

42,000円 (   46,200円)

768kb/s用又は1Mb/s用

のもの

60,000円 (   66,000円)

1.5Mb/s用のもの 80,000円 (   88,000円)

１Mb/s用のもの 107,000円 (  117,700円)イーサネ

ット接続

用のもの

プランＡ

２Mb/s用又は３Mb/s用

のもの

123,000円 (  135,300円)

４Mb/s用、５Mb/s用又

は６Mb/s用のもの

160,000円 (  176,000円)

10Mb/s用のもの 270,000円 (  297,000円)

20Mb/s用のもの 340,000円 (  374,000円)

30Mb/s用のもの 410,000円 (  451,000円)

40Mb/s用のもの 470,000円 (  517,000円)

50Mb/s用のもの 530,000円 (  583,000円)

60Mb/s用のもの 590,000円 (  649,000円)

70Mb/s用のもの 660,000円 (  726,000円)

80Mb/s用のもの 730,000円 (  803,000円)
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90Mb/s用のもの 810,000円 (  891,000円)

100Mb/s用のもの 890,000円 (  979,000円)

200Mb/s用のもの 1,226,000円 (1,348,600円)

300Mb/s用のもの 1,447,000円 (1,591,700円)

400Mb/s用のもの 1,667,000円 (1,833,700円)

500Mb/s用のもの 1,888,000円 (2,076,800円)

600Mb/s用のもの 2,108,000円 (2,318,800円)

700Mb/s用のもの 2,329,000円 (2,561,900円)

800Mb/s用のもの 2,549,000円 (2,803,900円)

900Mb/s用のもの 2,770,000円 (3,047,000円)

１Gb/s用のもの 2,990,000円 (3,289,000円)

プランＣ １Gb/s用のもの 350,000円 (  385,000円)

(2) (1)以外の提供条件については、なお従前の通りとします。

　（その他）

５　経企第87号（平成21年４月24日）の附則第３項第２号中、「ユニバーサルサービス料」を

「電話ユニバーサルサービス料」に改めます。

　　　附　則（令和８年３月12日経企000600003817-01号、令和８年３月19日経企

000600003947-01号）

　（実施期日）

１　この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。

　（経過措置）

２　この改正規定実施前に、支払い又は支払わなければならなかった専用回線等接続サービス

の料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

　（その他）

３　経企第543号（平成24年７月24日）の附則第３項から第７項を次のように改めます。

３　削　除

４　削　除

５　削　除

６　削　除

７　削　除

４　経企000600002901-01号（令和７年12月19日）の附則第３項第２号の表中、センタ側課金

機能、閉域接続機能及び即時接続機能に関する部分を削除します。
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	　　　第24条　契約の単位
	　　　第25条　特定接続契約申込の方法
	　　　第26条　特定接続契約申込の承諾
	　　　第27条　ＩＰアドレス及びセッション数の変更
	　　　第28条　ＦＲＯＭアドレスの変更の届出
	　　　第29条　その他の提供条件
	第５章　削　除
	　　　第30条　削　除
	　　　第31条　削　除
	　　　第32条　削　除
	　　　第33条　削　除
	　　　第34条　削　除
	第５章の２　通話録音契約
	　　　第34条の２　契約の単位
	　　　第34条の３　通話録音契約申込の方法
	　　　第34条の４　通話録音契約申込の承諾
	　　　第34条の５　接続装置の区分の変更
	　　　第34条の６　その他の提供条件
	第５章の３　ＳＭＳ送信契約
	　　　第34条の７　契約の単位
	　　　第34条の８　ＳＭＳ送信契約申込の方法
	　　　第34条の９　ＳＭＳ送信契約申込の承諾
	　　　第34条の10　アクセス回線の登録等
	　　　第34条の11　国際アウトローミング接続
	　　　第34条の12　その他の提供条件
	第６章　付加機能
	　　　第35条　付加機能の提供
	第７章　利用中止等
	　　　第36条　利用中止
	　　　第37条　接続休止
	　　　第38条　利用停止
	第８章　通信
	　　　第39条　通信の条件等
	　　　第39条の２　相互接続点との間の通信
	　　　第40条　通信利用の制限
	第９章　料金等
	　第１節　料金及び工事費
	　　　第41条　料金及び工事費
	　第２節　料金等の支払義務
	　　　第42条　専用回線等接続サービスに係る接続装置使用料等の支払義務
	　　　第43条　通信に関する料金の支払義務
	　　　第44条　手続きに関する料金の支払義務
	　　　第45条　工事費の支払義務
	　第３節　料金の計算等
	　　　第46条　料金の計算等
	　第４節　預託金
	　　　第47条　預託金
	　第５節　割増金及び延滞利息
	　　　第48条　割増金
	　　　第49条　延滞利息
	　第６節　債権の譲渡等
	　　　第49条の２　債権の譲渡等
	第10章　保守
	　　　第50条　当社の維持責任
	　　　第51条　契約者の維持責任
	　　　第52条　契約者の切分責任
	　　　第53条　修理又は復旧
	第11章　損害賠償
	　　　第54条　責任の制限
	　　　第55条　免責
	　　　第55条の２　当社が行う損害賠償の請求
	第12章　雑則
	　　　第56条　発信者番号通知
	　　　第57条　承諾の限界
	　　　第58条　利用に係る契約者の義務
	　　　第59条　約款の掲示
	　　　第59条の２　プライバシーポリシー
	　　　第59条の３　削　除
	　　　第59条の４　当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等
	　　　第60条　専用回線等に係る電気通信事業者への照会
	　　　第61条　合意管轄
	　　　第61条の２　専用回線等接続サービスの廃止	
	　　　第62条　準拠法
	第13章　その他のサービス
	　　　第63条　削　除
	　　　第64条　支払証明書等の発行
	　　　第65条　ショートコードの発行
	　（料金表目次）
	通則
	第１表　料金（その他のサービスの料金を除きます。）
	　第１　接続装置使用料
	　　１　適用
	　　２　料金額
	　第２　付加機能使用料
	　　１　適用
	　　２　料金額
	　第３　通信料
	　　１　適用
	　　２　料金額
	　第４　手続きに関する料金
	　　１　適用
	　　２　料金額
	　第５　電話ユニバーサルサービス料
	　　１　適用
	　　２　料金額
	　第６　電話リレーサービス料
	　　１　適用
	　　２　料金額
	第２表　工事費
	第３表　その他のサービスに関する料金等
	　第１　パケット通信量明細内訳書の発行手数料
	　第２　支払証明書等の発行手数料
	別表
	　　　１　営業区域
	　　　２　付加機能
	　　　３　通信の優先的取扱いに係る機関名
	　　　４　新聞社等の基準
	附則

